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(57)【要約】
【課題】　デジタル無線システムでのグループ編成を容
易にし、災害に関する情報を伝達し易くし、一般及び業
務用車両の動態情報と位置情報を利用して広域の危機管
理を統合して実現する通信システムを提供する。
【解決手段】　管制センターシステム１００が無線シス
テムに接続する車両システム３００内の端末に識別ＩＤ
を登録して暗号解除キーを生成し（フェーズ１）、当該
車両システム３００に自営系通信網８５０を経由して暗
号解除キーを配信し（フェーズ２）、公衆系通信網７０
０を経由して暗号解除キーを配信し（フェーズ３）、電
波塔２００を経由してデジタル放送で暗号解除キーを配
信し（フェーズ４）、車両システム３００から動態情報
と位置情報を収集し（フェーズ５）、監視装置７６０，
観測装置７７０からの情報を基にデジタル放送により当
該車両システム３００に緊急避難情報を配信する（フェ
ーズ６）。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管制センターシステムと車両システムとを有する通信システムであって、
　前記車両システムは、デジタル無線システムに接続する端末を備え、動態情報と位置情
報を前記管制センターシステムに送信し、
　前記管制センターシステムは、前記車両システムの端末を登録して暗号解除キーを生成
し、前記端末に対してデジタル無線システム又はデジタル放送を経由して前記暗号解除キ
ーを配信し、前記車両システムの動態情報と位置情報を収集し、緊急避難情報を前記デジ
タル放送により配信することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　デジタル無線システムとして、自営系通信網と公衆系通信網を備え、
　管制センターシステムは、車両システムの端末からの暗号解除キー送信要求を、前記自
営系通信網を経由して受信すると前記端末に前記自営系通信網を経由して暗号解除キーを
配信し、前記自営系通信網が機能しない場合には、前記車両システムの端末からの暗号解
除キー送信要求を、前記公衆系通信網を経由して受信すると前記端末に前記公衆系通信網
を経由して暗号解除キーを配信することを特徴とする請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　車両システムの端末は、被災エリアの現地の情報を自営系通信網又は公衆系通信網を経
由して管制センターシステムに送信し、
　前記管制センターシステムは、前記現地情報を集約して最新の地図情報と特定の道路区
間又はエリアにおける通行可否の道路情報を、電波塔を経由してデジタル放送で前記端末
に配信することを特徴とする請求項２記載の通信システム。
【請求項４】
　管制センターシステムは、端末に対して、車両システムの動態情報と位置情報に基づい
て無線システムのグループを割り当てる運用管理情報を配信し、無線システムのグループ
編成が発生すると、更新された車両の動態情報と位置情報に基づく編成されたグループを
割り当てる運用管理情報を配信することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか記載の通
信システム。
【請求項５】
　車両システムの端末は、管制センターシステムに対して暗号解除キーを要求し、デジタ
ル無線システム又はデジタル放送によって暗号解除キーの配信を受け、動態情報と位置情
報を前記管制センターシステムに送信し、前記デジタル放送により緊急避難情報を受信す
ることを特徴とする端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のシステムを統合した広域危機管理システムに係り、特に、一般車両及
び業務用車両の動的情報と位置情報を利用して広域の危機管理を実現する通信システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
［従来の技術］
　従来、業務用デジタル無線システムにおいて、グループ通信を行うには、予め無線端末
にグループ設定情報を登録することが一般的である。
　また、業務用デジタル無線システムでグループ編成を変更したい場合は、空港向けデジ
タル無線の場合、ＴＤＭＡ（Time Division Multiple Access）方式のＭＣＡ（Multi Cha
nnel Access system）であるので、制御チャネルを用いて、遠隔でグループ設定を行うこ
とが可能である。
　尚、２０１１年以降、アナログからデジタルに置き換わる全国消防の無線システムは、
ＳＣＰＣ（Single Channel Per Carrier）方式が採用されているが、ＳＣＰＣ方式は制御



(3) JP 2013-196632 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

チャネルがない。
【０００３】
　消防救急向けの無線システムは、市町村単位、あるいは複数の市町村が連合を組んで運
用されるのが一般的である。
　具体的には、災害や事故が発生した場合、消防隊、救助隊、救命救急士などに対して、
消防救急向けの無線システムを用いて、当該エリアを統括する消防本部から、主に音声に
より指示が出される。
【０００４】
　また、防災行政無線システムは、県や市町村単位で運用されるのが一般的である。具体
的には、災害が発生した場合、被災エリアで活動している県あるいは市町村の職員などに
対して、防災行政無線システムを用いて、当該エリアを統括する地方自治体の防災対策本
部から、主に音声により指示が出される。
【０００５】
　業務用車両の動態管理を行うセンター側の装置（主にＰＣ［コンピュータ］）と車両側
の端末（主にカーナビ［カーナビゲーション：Automobile Navigation System］）は、企
業や地方自治体毎に購入またはリースして使用される。また、動態管理を行う当該装置に
は商用の地図データが実装されることがほとんどである。
【０００６】
［関連技術］
　尚、関連する先行技術として、特開２００９－２２３４６０号公報「プローブカーシス
テム」（株式会社日立国際電気）［特許文献１］がある。
　特許文献１には、管制センター装置から特定のエリア内又は路線上の車両に動態情報を
要求し、車両に搭載された車両装置が、検出した動態情報を送信し、管制センター装置が
収集した動態情報、監視装置からの監視映像データ、観測装置からの観測データに基づい
て交通状況や災害状況を解析し、関連する車両に注意喚起を行うことが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－２２３４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の広域危機管理に使用される通信システムでは、以下に示す問題点
があった。
［第１の問題点］
　第１の問題点として、消防救急デジタル無線システムはＳＣＰＣ方式が採用されており
、制御チャネルがないことから、以下のような制約がある。
【０００９】
　（１）無線端末が複数チャネルのうち、どのチャネルにプリセットされているか消防本
部側から判別できないため、遠隔でグループ設定を一括で行うことは困難であった。
　（２）全チャネルでグループ変更の設定情報を送信すると、干渉が生じる恐れがある。
例えば、２つの基地局が同一周波数の波を非常用で送信する場合、全移動局に同時に設定
情報を送信したい場合に、各基地局が同じ周波数の波を同時に送信することになり、干渉
が生じる恐れがあった。
　（３）グループ編成の為の制御情報を送信している最中は、音声は送信できない為、消
火や救助などの活動に支障を来すリスクが大きい。
【００１０】
［第２の問題点］
　第２の問題点として、消防救急デジタル無線システムでは、大規模な災害が発生した場
合に、被災地現地の消防本部だけでは、消火や救助などの活動を行う為の隊員・職員や業
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務用車両などのリソースが絶対的に不足してしまうことから、被災していない自治体の消
防本部から応援部隊が派遣されることが想定される。
　しかしながら、無線端末のグループ設定を遠隔で設定できない為、無線端末のグループ
設定を治具による書換え作業や、手入力による設定変更作業が都度、必要になるため、実
用的でなかった。
【００１１】
［第３の問題点］
　第３の問題点として、大規模な地震が発生した場合に、被災状況の調査や人命救助を行
う隊員や職員は、余震や津波などのリスクに晒されながら活動しなければならない。
　しなしながら、消防救急向けの無線システム又は防災行政無線システムでは、主に音声
により伝達されるため、警戒すべきリスクの内容や危険度を、隊員や職員が活動する地点
毎にきめ細かく伝達することができない。
【００１２】
［第４の問題点］
　第４の問題点として、消防救急デジタル無線システムと防災行政無線システムは、別々
の組織で検討された仕様であるため、双方のシステムを連動させることは、各々の地方自
治体で必要に応じて仕様に盛り込まれている場合はあるものの、（２０１１年３月１１日
に発生した東日本大震災を契機に）大規模かつ広域な災害対して、運用面で両システムの
連携を取る需要が増している。
【００１３】
［第５の問題点］
　第５の問題点として、大規模な復旧工事は、複数の業種や業者の作業が必須となるが、
業務用車両の運行履歴や動態情報は業者毎で個別に管理されているため、車両の配置や作
業工程などの調整に時間や手間が掛かっていた。
【００１４】
［第６の問題点］
　第６の問題点として、業務用車両の動態管理を行う装置（センター側は主にＰＣ、車両
側の端末は主にカーナビ）に実装される地図は、更新される都度購入する必要がある為、
平常時においてはランニングコストが高い。
　また、大規模災害が発生した場合は、使用できるルートが限られてしまうため、救助・
救援活動や復旧作業でヒトやモノを運ぶ際に、適切なルートをリアルタイムで周知するこ
とが難しい。
【００１５】
　本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、消防救急デジタル無線システムでのグルー
プ編成を容易にし、災害に関する情報を隊員・職員に伝達し易くし、一般車両及び業務用
車両の動態情報と位置情報を利用して広域の危機管理を統合して実現する通信システムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記従来例の問題点を解決するための本発明は、管制センターシステムと車両システム
とを有する通信システムであって、車両システムが、デジタル無線システムに接続する端
末を備え、動態情報と位置情報を管制センターシステムに送信し、管制センターシステム
が、車両システムの端末を登録して暗号解除キーを生成し、端末に対してデジタル無線シ
ステム又はデジタル放送を経由して暗号解除キーを配信し、車両システムの動態情報と位
置情報を収集し、緊急避難情報をデジタル放送により配信することを特徴とする。
【００１７】
　本発明は、上記通信システムにおいて、デジタル無線システムとして、自営系通信網と
公衆系通信網を備え、管制センターシステムが、車両システムの端末からの暗号解除キー
送信要求を、自営系通信網を経由して受信すると端末に自営系通信網を経由して暗号解除
キーを配信し、自営系通信網が機能しない場合には、車両システムの端末からの暗号解除
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キー送信要求を、公衆系通信網を経由して受信すると端末に公衆系通信網を経由して暗号
解除キーを配信することを特徴とする。
【００１８】
　本発明は、上記通信システムにおいて、車両システムの端末が、被災エリアの現地の情
報を自営系通信網又は公衆系通信網を経由して管制センターシステムに送信し、管制セン
ターシステムが、現地情報を集約して最新の地図情報と特定の道路区間又はエリアにおけ
る通行可否の道路情報を、電波塔を経由してデジタル放送で端末に配信することを特徴と
する。
【００１９】
　本発明は、上記通信システムにおいて、管制センターシステムが、端末に対して、車両
システムの動態情報と位置情報に基づいて無線システムのグループを割り当てる運用管理
情報を配信し、無線システムのグループ編成が発生すると、更新された車両の動態情報と
位置情報に基づく編成されたグループを割り当てる運用管理情報を配信することを特徴と
する。
【００２０】
　本発明は、車両システムの端末が、管制センターシステムに対して暗号解除キーを要求
し、デジタル無線システム又はデジタル放送によって暗号解除キーの配信を受け、動態情
報と位置情報を管制センターシステムに送信し、デジタル放送により緊急避難情報を受信
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、管制センターシステムが、車両システムの端末を登録して暗号解除キ
ーを生成し、端末に対してデジタル無線システム又はデジタル放送を経由して暗号解除キ
ーを配信し、車両システムの動態情報と位置情報を収集し、緊急避難情報をデジタル放送
により配信する通信システムとしているので、無線システムに接続する車両システムの端
末を広域危機管理システムに参入させ、緊急避難情報を容易に送信でき効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態に係る通信システムの概略構成図である。
【図２】管制センターシステム１００の構成ブロック図である。
【図３】業務用車両システムの構成ブロック図である。
【図４】業務用車載型デジタル無線端末の構成ブロック図である。
【図５】業務用カーナビゲーションシステムの構成ブロック図である。
【図６】車載用運用管理情報端末の構成ブロック図である。
【図７】フェーズ１～４の処理の全体図である。
【図８】フェーズ１の処理を示すフロー図である。
【図９】フェーズ２の処理を示すフロー図である。
【図１０】フェーズ３（１）の処理を示すフロー図である。
【図１１】フェーズ３（２）の処理を示すフロー図である。
【図１２】フェーズ４（１）の処理を示すフロー図である。
【図１３】フェーズ４（２）の処理を示すフロー図である。
【図１４】フェーズ４（３）の処理を示すフロー図である。
【図１５】フェーズ５（１）の処理を示すフロー図である。
【図１６】フェーズ５（２）の処理を示すフロー図である。
【図１７】フェーズ６（２）の処理を示すフロー図である。
【図１８】フェーズ７－２の処理を示すフロー図である。
【図１９】フェーズ７－３の処理を示すフロー図である。
【図２０】フェーズ７－４の処理を示すフロー図である。
【図２１】フェーズ７－６の処理を示すフロー図である。
【図２２】フェーズ７－７の処理を示すフロー図である。
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【図２３】緊急情報配信の概略図である。
【図２４】［動態情報］［位置情報］の収集結果の具体例を示す図である。
【図２５】事案とグループの割り当ての具体例（i）を示す図である。
【図２６】［グループ編成更新要求］を含む電文の具体例（i）を示す図である。
【図２７】事案とグループの割り当ての具体例（ii）を示す図である。
【図２８】［グループ編成更新要求］を含む電文の具体例（ii）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
［実施の形態の概要］
　本発明の実施の形態に係る通信システム（本通信システム）は、フェーズ１として管制
センターシステムが無線システムに接続する車両システム内の端末に識別ＩＤを登録して
暗号解除キーを生成し、当該車両システムに、フェーズ２として自営系通信網を経由して
暗号解除キーを配信し、フェーズ３として公衆系通信網を経由して暗号解除キーを配信し
、フェーズ４として電波塔を経由してデジタル放送で暗号解除キーを配信し、フェーズ５
として車両システムから動態情報と位置情報を収集し、フェーズ６として自営系通信網に
接続する監視装置及び観測装置からの情報を基にデジタル放送により当該車両システムに
緊急避難情報を配信するものであり、無線システムに接続する端末を広域危機管理システ
ムに参入させることができる。
【００２４】
　また、本通信システムは、フェーズ７として管制センターシステムが車両システムの動
態情報を基に通行可能な道路を判定し、車両システムから被災エリアの現地の情報を自営
系通信網又は公衆系通信網を経由して管制センターシステムに送信し、管制センターシス
テムが現地情報を集約して最新の地図情報と任意の道路区間やエリアにおける通行可否の
道路情報を、電波塔を経由してデジタル放送で配信し、車両システムの端末に表示させる
ものであり、最新の地図情報と道路情報をリアルタイムで車両システムが得ることができ
る。
【００２５】
　また、本通信システムは、フェーズ８として、管制センターシステムが無線システムの
運用管理情報を配信し、無線システムのグループ編成が発生すると、更新した運用管理情
報を配信するものであり、無線システムにおけるグループ編成を容易に行うことができる
ものである。
【００２６】
　尚、本通信システムは、主としてＳＣＰＣ方式などの制御専用のチャネルを有さない業
務用デジタル無線システムについて、公衆系の通信網やデジタル放送の既設インフラを補
完的に用いて、状況に応じて柔軟かつ円滑に、当該デジタル無線システムを運用するため
の運用管理情報を配信するものである。
【００２７】
　また、本通信システムは、複数の地理情報システム（ＧＩＳ：Geographical Informati
on System）で作成したデジタル地図情報や、複数のＡＶＭシステム（Automatic Vehicle
 Monitoring System）で管理されている各種業務用車両の運行状況などの情報を、行政や
民間を跨いで共有するための、クラウド・コンピューティング技術を用いて制御を行うも
のである。
【００２８】
　具体的には、本通信システムでは、災害や事故の対策や復旧工事を統括する管制センタ
ーシステムにおいて、業務用デジタル無線に関する運用管理情報等に対して、位置情報と
無線端末の識別情報を付与し、必要に応じてデジタル無線システム毎に暗号化した情報を
、公衆系の通信網やデジタル放送の既設インフラを経由して配信することで、従来技術の
第１，３の問題点を解決するものである。
【００２９】
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　また、本通信システムでは、災害や事故の対策を統括する管制センターシステムにおい
て、河川／道路／港湾／水道／電力／ガス／鉄道他に設置された監視装置や観測装置から
逐次収集した情報を元に、隊員や職員が活動する被災地において、警戒すべきリスクや危
険度をリアルタイムで解析を行い、その結果に位置情報と時刻情報を付与し、必要に応じ
て暗号化した情報を、公衆系の通信網やデジタル放送の既設インフラを経由して配信する
ことで、従来技術の第３，４の問題点を解決するものである。
【００３０】
　また、本通信システムでは、クラウド・コンピューティング技術を活用して、業務用車
両の動態情報や各種デジタル地図情報を共用することにより、従来技術の第５，６の問題
点を解決するものである。
【００３１】
［本通信システムの概略：図１］
　本発明の実施の形態に係る通信システムの概略について図１を参照しながら説明する。
図１は、本発明の実施の形態に係る通信システムの概略構成図である。
　本発明の実施の形態に係る通信システム（本システム）は、図１に示すように、管制セ
ンターシステム１００と、電波塔２００と、業務用車両システム３００と、公衆系通信網
８００と、自営系通信網８５０と、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星９００と
を基本的に有している。
【００３２】
［本通信システムの各部］
　本通信システムの各部について説明する。
　［管制センターシステム１００］
　管制センターシステム１００は、行政や民間機関の複数の管制センターがネットワーク
で各々接続されている。
　例えば、緊急災害対策本部に管制センター、現地地方自治体の災害対策本部の管制セン
ター、現地の消防本部の管制センター、現地の警察本部の管制センター、公共交通機関の
管制センター、建設会社の管制センター、運送会社の管制センター等がネットワーク上に
は個々に存在するものの、クラウド・コンピューティングを用いて融合（統合）されたシ
ステムを実現している。
【００３３】
　具体的には、各管制センターでは、少なくとも管制官Ｂが存在し、管制官Ｂのみがいる
場合は、管制センターシステム１００は以下のデジタル無線回線制御装置１１３～装置装
置１１７を備えている。
　また、管制官Ａがいる場合には、管制センターシステム１００は以下のデータ通信送受
信装置１０１～操作装置１１２を備えている。
　単純な例では、複数の管制センターシステムの内、中心となる親管制センターシステム
が存在し、その親管制センターシステムでは管制官Ａが処理を行い、その他の管制センタ
ーシステムでは管制官Ｂが処理を行うようにしてもよい。
【００３４】
　管制センターシステム１００の概略動作は、複数の無線システムに属する端末に対して
識別ＩＤを登録し、識別ＩＤを登録した端末に暗号解除キーを生成して配信して本システ
ムに参入させ、緊急情報を配信し、広域通信網を介して一般車両及び業務用車両から動態
情報と位置情報を収集し、最新の地図情報と道路情報を配信するものである。
　管制センターシステム１００の具体的構成は後述する。
【００３５】
　［電波塔２００］
　電波塔２００は、管制センターシステム１００から送信された特定のエリア又は路線上
の車両に対する動態情報の送信要求、注意喚起情報をデジタル放送波にのせて業務用車両
システム３００に向けて一斉に送信する。
　また、電波塔２００は、緊急時に業務用車両システム３００内で、割り当てられた管理
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ＩＤを有する端末に暗号解除キーを配信することがある。
【００３６】
　［業務用車両システム３００］
　業務用車両システム３００は、充電池３５０と、業務用車載型デジタル無線端末４００
と、業務用カーナビゲーションシステム５００と、車載用運用管理情報端末６００とを備
えている。
　業務用車両システム３００の概略動作は、広域危機管理システムに参入するために、管
制センターシステム１００からの暗号解除キーの配信を受けて、動態情報や位置情報を管
制センターシステム１００に提供し、緊急避難情報の配信を受けるものである。
　また、業務用車両システム３００は、最新の地図情報及び任意の道路区間とエリアにお
ける通行可否の配信を受け、更にデジタル無線システムの運用管理情報の配信を受けるも
のである。
　業務用車両システム３００の具体的構成は後述する。
【００３７】
　［公衆系通信網８００］
　公衆系通信網８００は、公衆回線を用いた通信網であり、複数の公衆系基地局無線装置
７００が接続されている。
　公衆系基地局無線装置７００は、業務用車両システム３００の車載用運用管理情報端末
と通信を行う。
【００３８】
　［自営系通信網８５０］
　自営系通信網８５０は、自営系の通信ネットワークを用いた通信網であり、複数の自営
系基地局無線装置７５０、複数の監視装置７６０、複数の観測装置７７０が接続されてい
る。
　自営系基地局無線装置７５０は、業務用車両システム３００の業務用車載型デジタル無
線端末との間で通信を行う。
【００３９】
　監視装置７６０は、河川や道路等に設置され、カメラ等を備え、当該カメラで撮影され
た河川や道路の状況の映像を監視映像データとして自営系通信網８５０を介して管制セン
ターシステム１００に送信する。
　尚、監視装置７６０の設置場所、撮影場所の情報は、予め管制センターシステム１００
内の記憶部に記憶され、送信される監視映像データに付与される送信元を示す情報（監視
装置のＩＤ［識別情報］）に対応付けて記憶される。
【００４０】
　観測装置７７０は、降雨量、気温、風速、震度等を観測し、それらの情報を観測データ
として自営系通信網８５０を介して管制センターシステム１００に送信する。
　尚、観測装置７７０の設置場所の情報も、予め管制センターシステム１００内の記憶部
に記憶され、送信される観測データに付与される送信元を示す情報（観測装置のＩＤ［識
別情報］）に対応付けて記憶される。
【００４１】
　［ＧＰＳ衛星９００］
　ＧＰＳ衛星９００は、業務用車両システム３００の業務カーナビゲーションシステム５
００に位置情報を提供するものである。
【００４２】
［管制センターシステム１００の構成：図２］
　次に、管制センターシステム１００の具体的な構成について図２を参照しながら説明す
る。図２は、管制センターシステム１００の構成ブロック図である。
　管制センターシステム１００は、図２に示すように、データ通信送受信装置１０１と、
暗号処理部１０２と、地図情報記憶装置１０３と、気象情報記憶装置１０４と、監視情報
記憶装置１０５と、車両動態情報記憶装置１０６と、解除キー生成・記憶装置１０７と、
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情報解析装置１０８と、データ送信装置１０９と、暗号処理部１１０と、表示装置１１１
と、操作装置１１２と、デジタル無線回線制御装置１１３と、デジタル無線運用管理装置
１１４と、デジタル無線指令系装置１１５と、表示装置１１６と、操作装置１１７とを備
えている。
【００４３】
　データ通信送受信装置１０１は、公衆系通信網８００又は自営系通信網８５０との間で
データの送受信を行う。
　暗号処理部１０２は、データ通信送受信装置１０１における送信用データの暗号化の処
理を行い、受信用データの復号化の処理を行う。
　地図情報記憶装置１０３は、地図情報のデータを記憶する。
【００４４】
　ここで、地図情報とは、道路地図だけでなく、以下に示す様な種々の用途で作成された
デジタル地図情報と主要な施設に関連する情報を含んでおり、レイヤ合成やレイヤ切り替
え等が速やかにできるように、編集・加工された情報を想定する。
　デジタル地図情報としては、ハザードマップがあり、河川浸水洪水／土砂災害／地震災
害／火山防災／津波浸水・高潮などについて、単一的あるいは複合的災害が発生した場合
を想定して、被災リスクのレベルを表示できるデジタル地図のデータである。
【００４５】
　また、土地利用区分、地形図、被災状況図のデジタル地図も含まれる。
　土地利用区分のデジタル地図は、森林／水田／市街地／工業地／住宅地などの判別が可
能な地図情報のデータである。
　地形図のデジタル地図は、土地の高低や起伏に関する情報（等高線など）を有する地図
情報のデータである。
　被災状況図のデジタル地図は、被災エリアから収集した各種情報をデジタル地図上にマ
ッピングした地図情報のデータである。
【００４６】
　また、主要な施設に関連する情報とは、防災関連の主要施設、危険物取扱・貯蔵施設に
関連する情報である。
　防災関連の主要施設の情報とは、消防施設、水利、緊急輸送路、臨時ヘリポート、非常
警報施設、救急指定病院（１次～３次救急で区分）、避難所（広域避難場所、収容避難場
所、一時避難場所などで区分）、防災倉庫などの所在地とキャパシティの情報である。
　危険物取扱・貯蔵施設の情報とは、ガソリンスタンドをはじめ、化学工場や製薬工場、
発電所などの所在地、それぞれの施設で取り扱う危険物の種類と、二次災害のリスク・レ
ベルの情報である。危険物は、国連の危険物輸送勧告による分類に従う。
　従って、これら施設に関連する情報もデジタル地図に表示される。
【００４７】
　気象情報記憶装置１０４は、気象情報を記憶する。
　ここで、気象情報とは、気象観測データだけでなく、地震・津波、火山、海洋に関する
観測データも含む。
　例えば、気象観測データは、天気／視程／日照時間／気圧／気温／湿度／風向・風速／
降水量・積雪量などであり、地震に関する観測データは、震源の位置・深さ／地震の規模
／震度などであり、津波に関する観測データは、津波到達時刻／平時の潮位に対する津波
の高さなどであり、火山に関する観測データは、火山性地震の規模・回数／降灰量／火山
性ガスの放出量・濃度などであり、海洋に関する観測データは、波浪の高さ／潮位／海流
／海水温／などである。
【００４８】
　監視情報記憶装置１０５は、自営系通信網８５０に接続する監視装置７６０及び観測装
置７７０で得られた監視情報・観測情報（単に「監視情報」という）を記憶する。
　監視情報は、監視カメラによる映像だけでなく、各種センサにより取得した監視情報や
、後述する測距機能付きデジタルカメラの画像データや測定データを含む。



(10) JP 2013-196632 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

　例えば、監視情報として、道路について交通量や渋滞状況などのデータ、降水量・降雪
量／路面状況／風向・風速／構造物の振動のデータ、河川・湖沼・池：水量／水位などの
データ（洪水対策以外に消火活動時の取水源として活用するために監視）、海岸・港湾：
波浪／潮位などのデータ、消防設備：消火栓の使用可否状況のデータ、救急指定病院：医
師・看護師・医療技師などの勤務状況／救急受入の可否（ベッド数など）のデータ、高層
ビルについて従業員の勤務状況／住民の帰宅状況／空調、電気、給排水設備などの使用状
況／ビル風の風向・風速／構造物の振動などのデータ、プラントについて各種設備の運転
状況（温度、圧力、流量など）／風向・風速（有毒物質の拡散監視の為）／構造物の振動
／有害物質のガス濃度／排水に含まれる有害物質の濃度のデータ、モニタリングポスト（
環境放射線観測局）による空気中に含まれる放射線量のデータがある。
【００４９】
　車両動態情報記憶装置１０６は、クラウド・コンピューティング技術を利活用すること
により、業務用車両システム３００から送信された動態情報と位置情報を取得して記憶す
ると共に、特願２００８－６５２４２（特開２００９－２２３４６０）で提案した「プロ
ーブカーシステム」を用いて取得した一般車両の動態情報と位置情報を取得して記憶する
。
【００５０】
　解除キー生成・記憶装置１０７は、デジタル無線システムの端末に配信する暗号解除キ
ー（単に「解除キー」と呼ぶこともある）を生成し、記憶する。
　情報解析装置１０８は、管制官Ａの操作装置１１２からの指示により地図情報、気象情
報、監視情報、車両動態情報と位置情報に基づき、後述する解析処理を行い、解析結果を
表示装置１１１に表示出力する。
【００５１】
　データ送信装置１０９は、情報解析装置１０８で解析された結果に基づき緊急避難情報
等を電波塔２００用の信号として送信する。
　暗号処理部１１０は、データ送信装置１０９の送信データについて暗号化が必要な場合
に、暗号化処理を行う。
【００５２】
　表示装置１１１は、情報解析装置１０８に接続し、管制官Ａに対する表示を行う。
　操作装置１１２は、管制官Ａからの入力を情報解析装置１０８に出力する。
　デジタル無線回線制御装置１１３は、自営系通信網８５０と通信を行うために無線回線
の制御を行う。
【００５３】
　デジタル無線運用管理装置１１４は、デジタル無線システムの運用管理情報を記憶して
おり、グループの割り付け等を行う際に、端末に配信する。
　デジタル無線指令系装置１１５は、デジタル無線システムの端末に対する指令を行うも
ので、指令内容はデジタル無線回線制御装置１１３に出力される。
【００５４】
　表示装置１１６は、デジタル無線指令系装置１１５に接続し、管制官Ｂに表示出力を行
う。尚、表示装置１１６は、無線通話を行うためのスピーカを含む。
　操作装置１１７は、管制官Ｂからの入力をデジタル無線指令系装置１１５に出力する。
尚、操作装置１１７は、無線通話を行うためのマイクを含む。
【００５５】
　管制官Ａ，Ｂの利用の面から見ると、管制官Ｂが使用する装置は、自営系通信網８５０
との通信を行う装置であり、デジタル無線回線制御装置１１３～操作装置１１７である。
　また、管制官Ａが使用する装置は、公衆系通信網８００及び自営系通信網８５０と通信
を行い、デジタル放送（電波塔２００）を行う装置であり、データ通信送受信装置１０１
～操作装置１１２である。
【００５６】
［業務用車両システム３００：図３］
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　次に、業務用車両システムについて図３を参照しながら説明する。図３は、業務用車両
システムの構成ブロック図である。
　業務用車両システム３００は、図３に示すように、充電池３５０と、業務用車載型デジ
タル無線端末４００と、業務用カーナビゲーションシステム５００と、車載用運用管理情
報端末６００とを有している。
【００５７】
　業務用車載型デジタル無線端末４００は、自営系通信網８５０に自営系基地局無線装置
７５０を介して接続し、管制センターシステム１００からの解除キーを受信して記憶し、
端末の識別ＩＤの配信を受け、識別ＩＤを記憶する。
　また、業務用車載型デジタル無線端末４００は、乗務員が通話等を行うことができるス
ピーカ、マイクを備えている。
【００５８】
　業務用カーナビゲーションシステム５００は、ＧＰＳ衛星９００からの衛星データを受
信し、カーナビゲーションの動作処理を行う。
　車載用運用管理情報端末６００は、電波塔２００からの緊急避難情報等のデジタル放送
を受信し、公衆系通信網８００と公衆系基地局無線装置７００を介して無線接続し、解除
キーを受信して記憶する。
【００５９】
　充電池３５０は、業務用車両に搭載されているバッテリーであり、業務用車載型デジタ
ル無線端末４００、業務用カーナビゲーションシステム５００、車載用運用管理情報端末
６００に電力を供給する。
　尚、業務用車載型デジタル無線端末４００、業務用カーナビゲーションシステム５００
、車載用運用管理情報端末６００の具体的構成は後述する。
【００６０】
［業務用車載型デジタル無線端末４００：図４］
　業務用車載型デジタル無線端末４００について図４を参照しながら説明する。図４は、
業務用車載型デジタル無線端末の構成ブロック図である。
　業務用車載型デジタル無線端末４００は、図４に示すように、制御部４０１と、内蔵メ
モリ４０２と、信号処理部４０３と、電源制御部４０４と、ＲＦ部４０５と、操作部４０
６と、表示部４０７と、内蔵スピーカ４０８と、識別ＩＤ記憶装置４０９と、解除キー記
憶装置４１０と、外部メモリ４１１と、インタフェース部４１２と、スピーカマイクまた
はハンドセット４１３と、外部スピーカ４１４とを有している。
【００６１】
　ここで、ＲＦ部４０５は、変復調や増幅を行う高周波回路を含むものである。
　識別ＩＤ記憶装置４０９は、デジタル無線端末の呼出名称あるいは識別信号を識別子（
識別ＩＤ）として記憶する機能を有し、当該無線端末４００から着脱できないものである
。
　尚、識別ＩＤ記憶装置４０９は、内蔵メモリ４０２により代替可能であり、識別ＩＤは
、製品出荷時にメーカーで書き込まれる。
【００６２】
　解除キー記憶装置４１０は、管制センターシステム１００から配信される暗号化された
データについて、暗号化を解除するためのキー情報とその有効期限を記憶するための機能
を有する。
　運用上、当該無線端末４００からの着脱を許容できる場合は、外部メモリ４１１による
代替可能であり、許容できない場合は、内蔵メモリ４０２による代替可能である。
　解除キーは、デジタル無線システム（自営系通信網）を介して配信されたものが記憶さ
れる。但し、外部メモリの着脱が可能な場合は、解除キーが記憶された外部メモリ６１１
を車載用運用管理情報端末６００から取り外して、当該無線端末４００に取り付ける代替
手段も許容する。
【００６３】
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　インタフェース部４１２は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）などの有線インタフェー
ス（Ｉ／Ｆ）、またはBluetooth（登録商標）などの無線Ｉ／Ｆを有し、車載用運用管理
情報端末６００に対するデータ通信機能を有する。
【００６４】
［業務用カーナビゲーションシステム５００：図５］
　業務用カーナビゲーションシステム５００について図５を参照しながら説明する。図５
は、業務用カーナビゲーションシステムの構成ブロック図である。
　業務用カーナビゲーションシステム５００は、図５に示すように、制御部５０１と、内
蔵メモリ５０２と、信号処理部５０３と、電源制御部５０４と、ＧＰＳモジュール５０５
と、角速度検出装置５０６と、傾斜角検出装置５０７と、操作部５０８と、表示部５０９
と、内蔵スピーカ５１０と、地図記憶装置５１１と、インタフェース部５１２とを有して
いる。
　インタフェース部５１２は、ＵＳＢなどの有線Ｉ／Ｆ、またはBluetooth（登録商標）
などの無線Ｉ／Ｆを有し車載用運用管理情報端末６００に対するデータ通信機能を有する
。
【００６５】
［車載用運用管理情報端末６００：図６］
　車載用運用管理情報端末６００について図６を参照しながら説明する。図６は、車載用
運用管理情報端末の構成ブロック図である。
　車載用運用管理情報端末６００は、図６に示すように、制御部６０１と、内蔵メモリ６
０２と、信号処理部６０３と、暗号処理部６０４と、電源制御部６０５と、データ通信モ
ジュール６０６と、デジタル放送受信モジュール６０７と、表示部６０８と、操作部６０
９と、内蔵スピーカ６１０と、外部メモリ６１１と、インタフェース部６１２と、解除キ
ー記憶装置６１３とを有している。
【００６６】
　暗号処理部６０４は、管制センターシステム１００から配信される暗号化されたデータ
について、解除キー記憶装置４１０（又は解除キー記憶装置６１３）に記憶されたキー情
報を用いて、暗号化を解除する。
　インタフェース部６１２は、ＵＳＢなどの有線Ｉ／Ｆ、またはBluetooth（登録商標）
などの無線Ｉ／Ｆを有し、業務用車載型デジタル無線端末４００や業務用カーナビゲーシ
ョンシステム５００、測距機能付きデジタルカメラ６５０に対するデータ通信機能を有す
る。
【００６７】
　解除キー記憶装置６１３は、管制センターシステム１００から配信される暗号化された
データについて、暗号化を解除するためのキー情報とその有効期限を記憶する。
　運用上、当該無線端末４００からの着脱を許容できる場合は、外部メモリ６１１による
代替可能であり、許容できない場合は、内蔵メモリ４０２による代替可能である。
　解除キーは、（１）公衆系通信網を介して配信されたもの、あるいは（２）デジタル無
線システム（自営系通信網）を介して、一旦解除キー記憶装置４１０に記憶された解除キ
ーが転送されたものが記憶される。但し、外部メモリの着脱が可能な場合は、外部メモリ
４１１を当該無線端末４００から取り外して、当該情報端末６００に取り付ける代替手段
を含む。
【００６８】
　測距機能付きデジタルカメラ６５０は、被災状況を撮像してデジタル画像データに変換
すると共に、レーザーなどにより測定対象物までの距離や、当該対象物のある方位、当該
対象物の高さや幅を測定する機能を有するカメラであり、また、ＵＳＢなどの有線Ｉ／Ｆ
、またはBluetooth（登録商標）などの無線Ｉ／Ｆにより、車載用運用管理情報端末６０
０とデータのやり取りができる機能を有する。
【００６９】
　本通信システムでは、業務用デジタル無線の具体例として、消防車や救急車に搭載され
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た端末を想定したが、それ以外にも、以下に示す業務向けデジタル無線システムへの適用
を含む。
　例えば、警察車両、県や市町村の防災無線システム（移動系）、通信事業者および関連
会社の車両、電気／ガス／水道などの事業者および関連会社の車両、主要道路の管理団体
および関連会社の車両、バスや電車などの公共交通機関、ヘリコプター全般（ドクターヘ
リ、消防用ヘリ、防災ヘリ）、復旧・復興作業に携わる建設会社や運輸会社および関連会
社の車両（救援物資や飲料水、建築資材を被災地へ運ぶ車両または、被災地で発生した瓦
礫や土砂などを運ぶ車両）、危険物を取り扱う事業者および関連会社の車両にも搭載され
る。
【００７０】
　本通信システムを行政や民間を跨いで利活用する場合を想定しており、クラウド・コン
ピューティング技術を用いて、各装置の機能を実装したサーバー群を、複数のデータセン
ター（サービス提供者群）に設置する。
　また、各々の組織の拠点に整備されている管制センター（ユーザー群）には、情報制御
システムの表示装置１１１と操作装置１１２を設置する。但し、大規模な災害などによっ
て、表示装置１１１／操作装置１１２とデータセンタ間の回線網が輻輳や切断するなどし
て、通信できなくなった場合でも、運用に耐えうるシステムにする為に、実装されたソフ
トウェアのうち、運用に必要なデータやアプリケーション・ソフトについては、各管制セ
ンターに設置されたバックアップサーバーに逐次更新して保存する。
　デジタル無線システムに係る各装置については、行政機関や民間会社で採用されている
無線方式やコーデック、回線交換方式が異なるため、各々の組織の拠点に整備されている
管制センター（ユーザー群）に設置する。
【００７１】
［本通信システムの動作／フェーズ１～８：図７］
　本通信システムの動作を、以下のフェーズ１～８で説明する。
　特に、フェーズ１～４の概略について図７を参照しながら説明する。図７は、フェーズ
１～４の処理の全体図である。
　図７に示すように、フェーズ１として、管制センターシステム１００では、任意のデジ
タル無線システム向けの暗号解除キーを生成する（Ｓ１）。
　これは、広域危機管理システム内に参入するための手続として、任意の無線システム配
下の移動局、またはそれに接続された機器に対して暗号解除キーを配信するものである。
【００７２】
　そして、管制センターシステム１００で緊急度が判定され（Ｓ２）、緊急度が低い（設
定された緊急度の値より低い）場合に、フェーズ２として、任意のエリアにいる特定の業
務用車両に対して、自営系通信網８５０を経由して個別に暗号解除キーを配信する（Ｓ３
）。
　これは、事象発生前の暗号解除キーの配信経路となるものである。
【００７３】
　管制センターシステム１００で緊急度が高い（設定された緊急度の値より高い）場合は
、次に管制センターシステム１００はシステム障害の輻輳の影響を判定する（Ｓ４）。
　システム障害の輻輳の影響が軽度（設定された影響度の値より低い）場合は、フェーズ
３として、任意のエリアにいる特定の業務用車両に対して、公衆系通信網８００を経由し
て暗号解除キーを配信する（Ｓ５）。
　これは、事象発生後の暗号解除キーについて第１の配信経路となるものである。
【００７４】
　システム障害の輻輳の影響が重度（設定された影響度の値より高い）と判定された場合
は、フェーズ４として、管制センターシステム１００は、任意のエリアにいる特定の業務
用車両に対して、電波塔２００を経由して暗号解除キーを配信する（Ｓ６）。
　これは、事象発生後の暗号解除キーについて第２の配信経路となるものである。
【００７５】
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　また、フェーズ５は、一般車両及び業務用車両について動態情報と位置情報を能動的に
収集する処理である。
　フェーズ６は、一般車両及び業務用車両について緊急避難情報等を配信する処理である
。
　フェーズ７は、業務用車両に対して、最新の地図情報及び任意の道路区間やエリアにお
ける通行可否などの情報を配信する処理であり、具体的にはフェーズ７－１～７－８があ
る。
　フェーズ８は、フェーズ７とフェーズ５の応用例であり、デジタル無線システムの運用
管理情報を配信する処理である。
【００７６】
［フェーズ１：図８］
　フェーズ１について図８を参照しながら説明する。図８は、フェーズ１の処理を示すフ
ロー図である。尚、図の上側に括弧書きの番号を示しているが、その番号が装置の符号を
示している。
　フェーズ１（任意のデジタル無線システム向けの暗号解除キーを生成する処理）では、
図８に示すように、管制官Ｂ（あるいはデジタル無線システムの管理者Ｂ）は、当該デジ
タル無線システム内で使用するデジタル無線端末の識別ＩＤリストを、操作装置１１７を
介して、デジタル無線運用管理装置１１４に入力する（S01-001）。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー運用状況テーブルを生成し、当該デジタ
ル無線端末の識別ＩＤリスト（ア）を登録し（S01-002）、デジタル無線端末の識別ＩＤ
リストを生成する。その際、解除キー・フラグは全て［無効］で設定する。
【００７７】
　ここで、解除キー運用状況テーブルには、「キーＩＤ」「デジタル無線端末の識別ＩＤ
（イ）」「有効期限（ウ）」「解除キー（エ）」が登録されており、「デジタル無線端末
の識別ＩＤ（イ）」は、システムコードと端末コードの組み合わせとなっている。
　また、識別ＩＤリストは、「デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）」「解除フラグ」「グ
ループ番号（キ）」が登録されており、「デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）」は、シス
テムコードと端末コードの組み合わせとなっている。
　尚、システムコードで識別されるデジタル無線システムとして、例えば、「○○市消防
本部デジタル無線システム」「△△県防災デジタル無線システム」「○○市防災デジタル
無線システム」等がある。
【００７８】
　また、管制官Ａ（あるいはデータ配信システムの管理者Ａ）は、当該解除キーを割り付
ける対象のデジタル無線端末の識別ＩＤリスト（イ）と、解除キーの有効期限（ウ）をパ
ラメータとして、暗号解除キーを生成するコマンドを、操作装置１１２を介して、解除キ
ー生成・記憶装置１０７に入力する（S01-003）。
　解除キー生成・記憶装置１０７は、自営系通信網８５０を介して、デジタル無線運用管
理装置１１４に予め登録されている識別ＩＤリスト（ア）と、識別ＩＤリスト（イ）を照
合する（S01-004）。
【００７９】
　照合の結果、双方のリストに不一致がある場合、解除キー生成・記憶装置１０７は、識
別ＩＤリスト（イ）が不正であることを、表示装置１１１を介して、管制官Ａ（あるいは
データ配信システムの管理者Ａ）に通知する（S01-005）。
　また、照合の結果、双方のリストが一致する場合、解除キー生成・記憶装置１０７は、
解除キー（エ）を生成する（S01-006）。
【００８０】
　そして、解除キー生成・記憶装置１０７は、当該解除キーを割り付ける対象の識別ＩＤ
に対して生成された解除キー（エ）と当該解除キーの有効期限（ウ）を、解除キー生成・
記憶装置１０７に含まれる解除キーデータベース（解除キーＤＢ）に登録し（S01-007）
、解除キー生成・記憶装置１０７は、当該解除キーの生成が完了したことを、表示装置１



(15) JP 2013-196632 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

１１を介して、管制官Ａ（あるいはデータ配信システムの管理者Ａ）に通知する（S01-00
8）。
【００８１】
［フェーズ２：図９］
　フェーズ２について図９を参照しながら説明する。図９は、フェーズ２の処理を示すフ
ロー図である。
　フェーズ２（任意のエリアにいる特定の業務用車両に対して、自営系通信網を経由して
、解除キーを配信する処理）では、ＳＣＰＣ方式など制御チャネルがないデジタル無線方
式が採用されている自営系の無線システムについては、全チャネルを用いて、一斉に［解
除キー］を配信すると干渉が生じる恐れがあるため、緊急を要しない平常時において、ユ
ーザーが車載型デジタル無線端末４００毎に［解除キー］を要求し、前もって記憶させて
おくものである。
【００８２】
　図９に示すように、車載型デジタル無線端末４００は、ユーザーによる手動操作、また
は、解除キー記憶装置４１０（又は解除キー記憶装置６１３）に使用可能な解除キーが記
憶されていないことを自動判定することにより、［解除キー送信要求］を含む電文（１）
を管制センターシステム１００に対して、自営系通信網８５０を介して送信する（S02-00
1）。
【００８３】
　電文（１）は、主に送信先、送信元、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ及び解除キー送信
要求の内容で構成される。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデジタル無線回線制御装置１１３
に割り当てられた装置コードなど、デジタル無線システム内でローカルに使用される情報
である。
　送信元は、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００の装置コード
など、デジタル無線システム内でローカルに使用される情報である。
　送信時刻は、車載型デジタル無線端末４００が、解除キーの送信を要求した時刻の情報
である。
　無線端末の識別ＩＤは、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００
に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤの情報で
ある。送信元と重複する場合は、省略可能である。
　解除キー送信要求は、解除キーの送信を要求するコマンドで、予め割り当てられている
コードの情報である。
【００８４】
　デジタル無線回線制御装置１１３は、自営系通信網８５０を介して、［解除キー送信要
求］を含む電文（１）を受け付け、その旨をデジタル無線運用管理装置１１４に通知する
（S02-101）。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー生成・記憶装置１０７に対して、当該無
線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］を要求する（S02-102）。
【００８５】
　解除キー生成・記憶装置１０７は、当該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効
期限］の登録の有無を確認し、登録されている場合は、デジタル無線運用管理装置１１４
に対して、当該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］を送信する（S02-10
3）。
　当該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］が未登録又は期限切れの場合
は、解除キー生成・記憶装置１０７は、デジタル無線運用管理装置１１４に対して、［該
当なし］を送信する（S02-104）。
【００８６】
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー生成・記憶装置１０７に対して、当該無
線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］を要求した結果を、デジタル無線回線
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制御装置１１３に通知する（S02-105）。
　デジタル無線回線制御装置１１３は、デジタル無線運用管理装置１１４からの通知を受
けて、［解除キー］の実体を含む電文（２）を生成し、自営系通信網８５０を介して、当
該車載型デジタル無線端末４００に送信する（S02-106）。
【００８７】
　電文（２）は、主に送信先、送信元、有効期限、無線端末の識別ＩＤ、解除キーの内容
で構成される。
　送信先は、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００の装置コード
など、デジタル無線システム内でローカルに使用される情報である。
　送信元は、管制センターシステム１００に設置されたデジタル無線回線制御装置１１３
に割り当てられた装置コードなど、デジタル無線システム内でローカルに使用される情報
である。
　有効期限は、解除キーが使用できる期限を示す情報である。デジタル無線運用管理装置
１１４が［該当なし］を通知してきた場合は、「null」値を返す。
　無線端末の識別ＩＤは、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００
に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤの情報で
ある。送信先と重複する場合は、省略可能である。
　解除キーは、解除キー生成・記憶装置１０７から送信された［解除キー］の実体データ
である。デジタル無線運用管理装置１１４が［該当なし］を通知してきた場合は、「null
」値を返す。
【００８８】
　そして、車載型デジタル無線端末４００は、自営系通信網８５０を介して、電文（２）
を受信する。受信した電文（２）から、［解除キー］と［有効期限］を抽出し、解除キー
記憶装置４１０（又は解除キー記憶装置６１３）に格納する（S02-201）。
　車載型デジタル無線端末４００は、［解除キー受信完了通知］を含む電文（３）を管制
センターシステム１００に対して、自営系通信網８５０を介して送信する（S02-202）。
【００８９】
　デジタル無線回線制御装置１１３は、自営系通信網８５０を介して、［解除キー送信要
求］を含む電文（３）を受け付け、その旨をデジタル無線運用管理装置１１４に通知する
（S02-301）。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー運用状況テーブルに対して、当該無線端
末ＩＤに対応した解除キー・フラグを［無効］から［有効］に切り替える（S02-302）。
【００９０】
［フェーズ３：図１０，１１］
　フェーズ３について図１０，１１を参照しながら説明する。図１０は、フェーズ３（１
）の処理を示すフロー図であり、図１１は、フェーズ３（２）の処理を示すフロー図であ
る。
　フェーズ３（任意のエリアにいる特定の業務用車両に対して、公衆系通信網を経由して
、解除キーを配信する処理）は、大規模災害が発生した際、当該被災エリアの公衆系基地
局無線装置７００や公衆系通信網８００が機能し、通信負荷の増大により輻輳が起きない
ことが担保される場合であれば、災害発生直後においても、複数の車載型デジタル無線端
末４００に対して、個別または一括に［解除キー］を都度配信し、各々の端末で［解除キ
ー］を記憶させる。
　ここで、輻輳が起きないことが担保される場合とは、顧客によって専用回線が設定され
ている場合で、ＱｏＳ（Quality of Service）制御等が為される場合である。
【００９１】
　図１０を用いて［解除キー］を個別に配信する手順（S03-001～S03-302）を示し、図１
１を用いて［解除キー］を一括で配信する手順（S03-401～S03-407、S03-201～S03-302）
を示す。
　［解除キー］を生成する処理は、フェーズ１と手順は同じだが、管制センター１００に
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おいて、登録・照合されるデジタル無線端末の識別ＩＤリストに加えて、車載用運用管理
情報端末６００に搭載されたデータ通信モジュール６０６の識別ＩＤ（例えば、電話番号
やメールアドレスなど）と併せて登録する必要がある。
【００９２】
　ここで、フェーズ３における解除キー運用状況テーブルには、「キーＩＤ」「デジタル
無線端末の識別ＩＤ（イ）」「運用管理情報端末の識別ＩＤ（カ）」「有効期限（ウ）」
「解除キー（エ）」が登録されており、「デジタル無線端末の識別ＩＤ（イ）」は、シス
テムコードと端末コードの組み合わせとなっている。
　また、識別ＩＤリストは、「デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）」「運用管理情報端末
の識別ＩＤ（オ）」「解除フラグ」「グループ番号（キ）」が登録されており、「デジタ
ル無線端末の識別ＩＤ（ア）」は、システムコードと端末コードの組み合わせとなってい
る。
　尚、「運用管理情報端末の識別ＩＤ（カ）」と「運用管理情報端末の識別ＩＤ（オ）」
は、例えば、電話番号又はメールアドレス等が設定される。
【００９３】
　［解除キーを個別に配信：図１０］
　図１０に示すように、［解除キー］を個別に配信する手順は、車載型デジタル無線端末
４００において、ユーザーによる手動操作、または、解除キー記憶装置４１０（または解
除キー記憶装置６１３）に使用可能な解除キーが記憶されていないことを自動判定するこ
とにより、車載用運用管理情報端末６００を用いて［解除キー送信要求］を含む電文（４
）を作成し、管制センターシステム１００に対して、公衆系通信網８００を介して、送信
する（S03-001）。
【００９４】
　電文（４）は、主に送信先、送信元、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、解除キー送信要
求の内容で構成される。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　送信元は、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００に従属するデ
ータ通信モジュール６０６のメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通
信網のプロトコルに準拠した情報である。
　送信時刻は、車載型デジタル無線端末４００が、解除キーの送信を要求した時刻情報で
ある。
　無線端末の識別ＩＤは、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００
に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤの情報で
ある。
　解除キー送信要求は、解除キーの送信を要求するコマンドで、予め割り当てられている
コードの情報である。
【００９５】
　データ通信送受信装置１０１は、公衆系通信網８００を介して、［解除キー送信要求］
を含む電文（４）を受け付ける（S03-101）。
　データ通信送受信装置１０１は、解除キー生成・記憶装置１０７に対して、当該無線端
末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］を要求する（S03-102）。
　解除キー生成・記憶装置１０７は、当該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効
期限］の登録の有無を確認する。登録されている場合は、暗号処理部１０２に対して、当
該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］を送信する（S03-103）。
【００９６】
　当該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］が未登録または期限切れの場
合は、解除キー生成・記憶装置１０７は、暗号処理部１０２に対して、［該当なし］を送
信する（S03-104）。
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　暗号処理部１０２は、当該無線端末ＩＤに対応した［解除キー］と［有効期限］を暗号
化する（S03-105）。
　暗号化は、インターネットなどのネットワークを介したデータの送受信を行う際に用い
られる汎用的な手段が用いることを想定する。
【００９７】
　そして、暗号処理部１０２は、暗号化された［解除キー］と［有効期限］を、データ通
信送受信装置１０１に送信する（S03-106）。
　データ通信送受信装置１０１は、暗号処理部１０２から受信した［解除キー（暗号化済
）］と［有効期限（暗号化済）］をもとに電文（５）を生成し、公衆系通信網８００を介
して、当該車載型デジタル無線端末４００に従属するデータ通信モジュール６０６に送信
する（S03-107）。
【００９８】
　電文（５）は、主に送信先、送信元、有効期限、無線端末の識別ＩＤ、解除キーの内容
で構成される。
　送信先は、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００に従属するデ
ータ通信モジュール６０６のメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通
信網のプロトコルに準拠した情報である。
　送信元は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　有効期限は、解除キーが使用できる期限を表した情報であり、解除キー生成・記憶装置
１０７が［該当なし］を通知してきた場合は、「null」値を返す。有効期限は、暗号化済
みである。
　無線端末の識別ＩＤは、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末４００
に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤの情報で
ある。
　解除キーは、解除キー生成・記憶装置１０７から送信された［解除キー］の実体のデー
タである。解除キー生成・記憶装置１０７が［該当なし］を通知してきた場合は、「null
」値を返す。解除キーは、暗号化済みである。
【００９９】
　尚、車載型デジタル無線端末４００に従属するデータ通信モジュール６０６は、公衆系
通信網８００を介して、電文（５）を受信する。受信した電文（５）から、［解除キー（
暗号化済）］と［有効期限（暗号化済）］を抽出し、復号した後に、解除キー記憶装置４
１０（または解除キー記憶装置６１３）に格納する。
　そして、車載型デジタル無線端末４００に従属するデータ通信モジュール６０６は、［
解除キー受信完了通知］を含む電文（６）を管制センターシステム１００に対して、公衆
系通信網８００を介して、送信する。
【０１００】
　データ通信送受信装置１０１は、公衆系通信網８００を介して、［解除キー受信完了通
知］を含む電文（６）を受け付け、その旨をデジタル無線運用管理装置１１４に通知する
（S03-301）。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー運用状況テーブルに対して、当該無線端
末ＩＤに対応した解除キー・フラグを［無効］から［有効］に切り替える（S03-302）。
【０１０１】
　［解除キーを一括で配信：図１１］
　次に、［解除キー］を一括で配信する手順について図１１を参照しながら説明する。
　管制官Ｂは、操作装置１１７を介して、デジタル無線運用管理装置１１４に対して、解
除キー・一括配信コマンドを入力する（S03-401）。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー運用状況テーブルを参照し、解除キー・
フラグが［無効］となっているデジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）を抽出する（S03-402



(19) JP 2013-196632 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

）。
【０１０２】
　デジタル無線運用管理装置１１４は、解除キー生成・記憶装置１０７に対して、解除キ
ー・フラグが［無効］となっているデジタル無線端末４００に従属する運用管理情報端末
の識別ＩＤリスト（オ）を転送し、［解除キー・一括配信要求］を送信する（S03-403）
。
　解除キー生成・記憶装置１０７は、当該識別ＩＤ（オ）毎に割り当てられている［解除
キー］と［有効期限］を、暗号処理部１０２に対して、一括で送信する（S03-404）。
　暗号処理部１０２は、当該識別ＩＤ（オ）毎に割り当てられている［解除キー］と［有
効期限］を、個別にＩＤ単位で順次、暗号化する（S03-405）。
　暗号処理部１０２は、［解除キー（暗号化済み）］と［有効期限（暗号化済み）］をＩ
Ｄ単位で、データ通信送受信装置１０１に送信する（S03-406）。
【０１０３】
　データ通信送受信装置１０１は、暗号処理部１０２から受信した［解除キー（暗号化済
）］と［有効期限（暗号化済）］をもとに電文（５）を生成し、公衆系通信網８００を介
して、当該車載型デジタル無線端末４００に従属するデータ通信モジュール６０６に送信
する（S03-407）。
　その後の車載型デジタル無線端末４００における処理、データ通信送受信装置１０１と
デジタル無線運用管理装置１１４における処理は、［解除キー］を個別に配信した場合（
S03-301～S03-302）と同様である。
【０１０４】
［フェーズ４：図１２、図１３、図１４］
　次に、フェーズ４について図１２，１３，１４を参照しながら説明する。図１２は、フ
ェーズ４（１）の処理を示すフロー図であり、図１３は、フェーズ４（２）の処理を示す
フロー図であり、図１４は、フェーズ４（３）の処理を示すフロー図である。
　フェーズ４（任意のエリアにいる特定の業務用車両に対して、電波塔を経由して、解除
キーを配信する処理）は、大規模災害が発生した際、当該被災エリアの公衆系基地局無線
装置７００や公衆系通信網８００の一部が機能不能に陥ると、業務用デジタル無線やデー
タ通信のサービスエリアに空白地帯が出来てしまい、空白地帯にいる業務用車両は情報が
遮断される恐れがある。
【０１０５】
　これにより、空白地帯にいる業務用車両にも漏れなく、警戒すべきリスクの内容や危険
度を、情報複数の車載型デジタル無線端末４００に対して情報を伝達する為には、電波塔
を介して、一斉に［解除キー］を都度配信し、各々の端末で［解除キー］を記憶させる。
　［解除キー］を生成する処理は、フェーズ１と手順は同じだが、フェーズ４においては
、登録・照合されるデジタル無線端末の識別ＩＤリストは、全ての無線端末を網羅する必
要はなく、最悪、デジタル無線システムごとに付与されるシステムコードだけ明確になっ
ていれば、解除キーの配信が可能となる。
【０１０６】
　［フェーズ４（１）：図１２］
　図１２に示すように、管制官Ｂは、操作装置１１７を介して、デジタル無線指令系装置
１１５に対して、電波塔２００周辺の地図情報を呼び出す（S04-001）。
　デジタル無線指令系装置１１５は、情報解析装置１０８に対して、当該電波塔２００を
介して、地上デジタル放送によるデータ配信が可能な範囲を照会する（S04-002）。
　情報解析装置１０８は、過去に収集した情報をもとに、当該電波塔２００で配信できる
範囲を推定する（S04-003）。
【０１０７】
　具体的には、（ａ）任意のエリアに対して、地上デジタル・データ放送により［動態情
報送信要求］コマンドを一斉送信した際、当該エリアの車両から［動態情報］が送信され
なかった不感ポイントを、時系列かつ空間的に抽出する。（ｂ）当該地理的条件・時間的
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条件・気候的条件から斟酌して、地上デジタル放送によるデータ配信が不可能な不感地帯
を推定する。
【０１０８】
　情報解析装置１０８は、処理S04-003の結果を受けて、当該電波塔２００で配信できる
推定範囲を、デジタル無線指令系装置１１５に送信する（S04-004）。
　デジタル無線指令系装置は、処理S04-003の結果をもとに、当該電波塔２００で配信で
きる推定範囲を電子地図に反映させる（S04-005）。
　表示装置１１６は、処理S04-005において更新された電子地図を表示する（S04-006）。
【０１０９】
　処理S04-006の結果を受けて、管制官Ｂは、解除キーを配信するエリア（キ）（以下、
配信指定エリア）を指定して、［解除キー・一斉配信］コマンドを入力する（S04-007）
。
　配信指定エリア（キ）において、想定される表記方法の具体例を以下に示す。
　例えば、行政区分コードで表せるように、都道府県、市町村、事務組合などの地方自治
体単位で指定するもの、任意に指定したエリアを緯度経度で表記したもの、平面地図をメ
ッシュ状に区切って、インデックスを付与したもの、主要な公共施設や商業施設（例：東
京都庁、東京ドーム）、主要な道路や鉄道の路線（例：国道１号線沿線、山手線沿線）の
始点と終点である。
【０１１０】
　デジタル無線運用管理装置１１４は、当該デジタル無線システムと交信を行う必要があ
るデジタル無線端末４００の識別ＩＤ（ア）のうち、システムコード（ア）を抽出する（
S04-008）。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、当該無線端末のシステムコード（ア）と、配信指
定エリア（キ）と、［解除キー・一斉配信要求］を、情報解析装置１０８と解除キー生成
・記憶装置１０７に送信する（S04-009）。
【０１１１】
　処理S04-007で管制官Ｂが指定した配信指定エリア（キ）の表記に統一性がない為、情
報解析装置１０８において、地図情報記憶装置１０３を参照しながら、場所情報コード形
式の表記に変換した配信エリア情報（ク）を生成する（S04-010）。表記に統一性がない
のは、無線システム毎に異なる管制官Ｂがいるからである。
　処理S04-010で生成した［配信エリア情報］を、データ送信装置１０９に送信する（S04
-011）。
　処理S04-009で抽出された当該無線端末のシステムコード（ア）に対応する［解除キー
］と［有効期限］を、データ送信装置１０９に送信する（S04-012）。
　処理S04-011と処理S04-012をもとに、電文（７）を生成して、当該電波塔２００に送信
する（S04-013）。
【０１１２】
　電文（７）は、主に配信エリア情報、配信元、有効期限、無線端末のシステムコード、
解除キーの内容で構成される。
　配信エリア情報は、解除キーを配信するエリアを場所情報コード形式で表記した情報で
ある。
　配信元は、（１）管制センターシステム１００に設置されたデジタル無線回線制御装置
１１３に割り当てられた装置コードなど、デジタル無線システム内でローカルに使用され
る情報と、（２）管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１
に割り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通信網のプロ
トコルに準拠した情報である。
　有効期限は、解除キーが使用できる期限を表した情報である。
　無線端末のシステムコードは、解除キーの送信を要求している車載型デジタル無線端末
４００に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤに
含まれるコードの情報であり、もしくはデジタル無線システム毎に付与されているコード
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の情報である。
　解除キーは、解除キー生成・記憶装置１０７から送信された［解除キー］の実体のデー
タである。
【０１１３】
　［フェーズ４（２）：図１３］
　図１３に示すように、当該電波塔２００から配信された電文（７）は、複特定多数の車
両に搭載された車両用運用管理情報端末６００のデジタル放送受信モジュール６０７で受
信される（S04-201）。
　デジタル放送受信モジュール６０７は、受信した電文（７）を制御部６０１に送信する
（S04-202）。
【０１１４】
　業務用カーナビゲーションシステム５００において、ＧＰＳモジュール５０５、車速検
出装置３６０、角速度検出装置５０６、傾斜角検出装置５０７を用いて常時収集するデー
タをもとに、制御部５０１は、地図情報装置５１１を参照しながら、逐次、所定の演算に
より、自車位置情報を推定する。並行して、信号処理部５０３は、ＧＰＳモジュール５０
５のデータをもとに所定の演算により、現在時刻を推定する（S04-203）。
　演算により求められた自車位置情報と現在時刻は、内部メモリ５０２に逐次記憶され、
ひとつ前の自車位置情報と現在時刻は消去される。
【０１１５】
　そして、制御部６０１は、制御部５０１に対して、自車位置情報を要求する（S04-204
）。
　制御部５０１は、内部メモリ５０２に記憶されている自車位置情報を、場所情報コード
形式により、制御部６０１に通知する（S04-205）。
　制御部６０１は、信号処理部６０３を用いて、電文（７）から抽出した［配信エリア情
報］と、処理S04-205で受信した自車位置情報を照合する。自車位置が配信エリア外に有
る場合、制御部６０１は、電文（７）を破棄する（S04-206）。
　自車位置が配信エリア内に有る場合は、制御部６０１は、制御部５０１に対して、現在
時刻を要求する（S04-207）。
　制御部５０１は、内部メモリ５０２に記憶されている現在時刻を、制御部６０１に通知
する（S04-208）。
【０１１６】
　制御部６０１は、信号処理部６０３を用いて、電文（７）から抽出した［有効期限］と
、処理S04-208で受信した現在時刻を照合する。解除キーの有効期限が過ぎている場合、
制御部６０１は、電文（７）を破棄する（S04-209）。
　解除キーが有効期限内である場合、制御部６０１は、業務用車載型デジタル無線端末４
００の制御部４０１に対して、デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）′を要求する（S04-21
0）。
【０１１７】
　［フェーズ４（３）：図１４］
　制御部４０１は、識別ＩＤ記憶装置４０９に記憶されたデジタル無線端末の識別ＩＤ（
ア）′を参照する（S04-211）。
　制御部４０１は、デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）′を制御部６０１に通知する（S0
4-212）。
　制御部６０１は、信号処理部６０３を用いて、電文（７）から抽出した［無線端末のシ
ステムコード］と処理S04-212で受信したデジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）′を照合す
る。［無線端末のシステムコード］が一致しない場合、制御部６０１は、電文（７）を破
棄する（S04-213）。
　［無線端末のシステムコード］が一致する場合、制御部６０１は、電文（７）を制御部
４０１に転送する（S04-214）。
【０１１８】
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　解除キー記憶装置４１０が、業務用車載型デジタル無線端末４００に搭載されておらず
、解除キー記憶装置６１３で代用している場合、制御部６０１は、［解除キー］と［有効
期限］を解除キー記憶装置６１３に登録する（S04-214′）。
　制御部４０１は、信号処理部４０３を用いて、電文（７）から抽出した［解除キー］と
［有効期限］を解除キー記憶装置４１０に登録する（S04-215）。
【０１１９】
　被災により使用不能だった自営系基地局無線装置７５０が復旧した場合、あるいは、使
用可能な別の自営系基地局無線装置７５０のサービスエリア内に移動した場合、ＲＦ部４
０５の電界強度値（ＲＳＳＩ：Received Signal Strength Indicator）をもって、制御部
４０１はサービスエリア圏内に入ったことを検知する（S04-216）。
　制御部４０１は、［解除キー登録完了通知］を生成し、ＲＦ部４０５を介して、自営系
基地局無線装置７５０に送信する（S04-217）。
【０１２０】
　図９の処理S02-301と同様の処理を行ったのち、デジタル無線運用管理装置１１４は、
自営系通信網８５０を介して、［解除キー登録完了通知］を受信し、解除キー運用状況テ
ーブルに対して、当該無線端末ＩＤに対応した解除キー・フラグを［無効］から［有効］
に切り替える（S04-218）。
　被災により使用不能だった公衆系基地局無線装置７００が復旧した場合、あるいは、使
用可能な別の公衆系基地局無線装置７００のサービスエリア内に移動した場合、データ通
信モジュール６０６の電界強度データをもって、制御部６０１はサービスエリア圏内に入
ったことを検知する（S04-219）。
【０１２１】
　制御部６０１は、［解除キー登録完了通知］を生成し、データ通信モジュール６０６を
介して、公衆系基地局無線装置７５０に送信する（S04-220）。
　図１０の処理S03-301と同様の処理を行ったのち、デジタル無線運用管理装置１１４は
、公衆系通信網８００を介して、［解除キー登録完了通知］を受信し、解除キー運用状況
テーブルに対して、当該無線端末ＩＤに対応した解除キー・フラグを［無効］から［有効
］に切り替える。
【０１２２】
［フェーズ５：図１５、図１６］
　次に、フェーズ５について図１５、図１６を参照しながら説明する。図１５は、フェー
ズ５（１）の処理を示すフロー図であり、図１６は、フェーズ５（２）の処理を示すフロ
ー図である。
　フェーズ５（動態情報や位置情報を能動的に収集する）は、管制センターシステム１０
０から、任意のエリアに存在する車両（業務用車両だけでなく、一般車両も含む）に対し
て、各車両の動態情報や位置情報の送信を要求するための電文を一斉配信することにより
、能動的に動態情報や位置情報を収集する。
【０１２３】
　しかし、大規模な災害が発生した場合は、公衆系通信網８００を介して、当該要求電文
を配信すると、回線の負荷が増大し、輻輳する恐れがある。そこで、大規模な災害が発生
した場合は、回線の負荷をできるだけ軽減しながらも、不特定多数の車両に対して当該要
求電文を配信するために、電波塔２００を用いるのが適当である。
【０１２４】
　管制官Ａは、操作装置１１２を用いて、動態情報送信要求コマンドを入力する。その際
、必要に応じて、デジタル無線端末の識別ＩＤ、動態情報送信要求を配信したいエリア、
暗号化の要否を指定する。さらに、入力された情報を、情報解析装置１０８とデータ送信
装置１０９に送信する。
【０１２５】
　動態情報送信要求を配信したいエリアについて、想定される表記方法の具体例を以下に
示す。
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　例えば、行政区分コードで表せるように、都道府県、市町村、事務組合などの地方自治
体単位で指定するもの、任意に指定したエリアを緯度経度で表記したもの、平面地図をメ
ッシュ状に区切って、インデックスを付与したもの、主要な公共施設や商業施設（例：東
京都庁、東京ドーム）、主要な道路や鉄道の路線（例：国道１号線沿線、山手線沿線）の
始点と終点で表記する。
【０１２６】
　情報解析装置１０８は、任意の表記方法で指定された動態情報送信要求の配信エリアに
ついて、場所情報コード形式の表記に変換し、［配信エリア情報］を生成する。
　情報解析装置１０８は、生成された［配信エリア情報］をデータ送信装置１０９に送信
する。
　データ送信装置１０９は、［動態情報送信要求］コマンドと［配信エリア情報］をもと
に電文（８）を生成する。
　電文（８）は、主に送信元、配信エリア情報、無線端末の識別ＩＤ、動態情報送信要求
の内容で構成される。
　送信元は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　配信エリア情報は、動態情報送信要求を配信したいエリアを場所情報コード形式で表記
した情報である。
　無線端末の識別ＩＤは、動態情報の送信を要求したい業務用車両３００に搭載されてい
る車載型デジタル無線端末４００に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と
対応付けられた識別ＩＤの情報である。
　動態情報送信要求は、位置情報を含む動態情報を管制センターシステム１００に送信す
るように要求した電文である。
【０１２７】
　動態情報送信要求コマンドを入力する際に、暗号化が必要と指定されている場合は、デ
ータ送信装置１０９は、生成された電文（８）を暗号処理部１１０に転送する。
　暗号処理部１１０は、［無線端末の識別ＩＤ］に割り当てられた［解除キー］を、解除
キー生成・記憶装置１０７を参照して、電文（８）を暗号化する。
　暗号処理部１１０は、暗号化した電文（８）をデータ送信装置１０９に転送する。
　データ送信装置１０９は、暗号化していない電文（８）若しくは暗号化した電文（８）
を、電波塔２００を介して、送信する。
【０１２８】
　［フェーズ５（１）：図１５］
　そして、図１５に示すように、デジタル放送受信モジュール６０７は、電波塔２００を
介して送信された電文（８）を受信する（S05-009）。
　デジタル放送受信モジュール６０７は、電文（８）を信号処理部６０１に転送する（S0
5-010）。
　信号処理部６０１は、受信した電文（８）の暗号化の有無を判定し、暗号化されている
場合は、復号処理部６０４と、解除キー記憶装置６１３に予め記憶されている［解除キー
］を用いて、電文（８）の暗号を解く（S05-011）。
【０１２９】
　業務用カーナビゲーションシステム５００において、ＧＰＳモジュール５０５、車速検
出装置３６０、角速度検出装置５０６、傾斜角検出装置５０７を用いて常時収集するデー
タをもとに、制御部５０１は、地図情報装置５１１を参照しながら、逐次、所定の演算に
より、自車位置情報を推定する。並行して、信号処理部５０３は、ＧＰＳモジュール５０
５のデータをもとに所定の演算により、現在時刻を推定する（S05-012）。
　演算により求められた自車位置情報と現在時刻は、内部メモリ５０２に逐次記憶され、
ひとつ前の自車位置情報と現在時刻は消去される。
【０１３０】
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　制御部６０１は、制御部５０１に対して、自車位置情報を要求する（S05-013）。
　制御部５０１は、内部メモリ５０２に記憶されている自車位置情報を、場所情報コード
形式により、制御部６０１に通知する（S05-014）。
　制御部６０１は、信号処理部６０３を用いて、電文（８）から抽出した［配信エリア情
報］と、制御部５０１から受信した自車位置情報を照合する。自車位置が配信エリア外に
有る場合、制御部６０１は、電文（８）を破棄する（S05-015）。
　制御部６０１は、業務用車載無線型デジタル無線端末４００の制御部４０１に対して、
デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）′を要求する（S05-016）。
【０１３１】
　［フェーズ５（２）：図１６］
　図１６に示すように、制御部４０１は、識別ＩＤ記憶装置４０９を参照して、取得した
デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）′を、制御部６０１に通知する（S05-017）。
　制御部６０１は、デジタル無線端末の識別ＩＤ（ア）′と［無線端末の識別ＩＤ］を照
合し、一致しない場合は、電文（８）を破棄する（S05-018）。
　制御部６０１は、表示部６０９を介して、乗務員に対して、動態情報を要求する（S05-
019）。
　更に、表示部６０９は、動態情報を入力するように、乗務員を促す（S05-020）。
　乗務員は、操作部６０８を介して、当該車両の動態情報を入力する。操作部６０８は、
当該動態情報を制御部６０１に通知する（S05-021）。
【０１３２】
　制御部６０１は、制御部５０１に対して、現在時刻を要求する（S05-022）。
　制御部５０１は、内部メモリ５０２に記憶されている現在時刻を、制御部６０１に通知
する（S05-023）。
　制御部６０１は、電文（８）、自車の推定位置、動態情報、現在時刻等の取得した情報
をもとに、電文（９）を生成する（S05-024）。
【０１３３】
　電文（９）は、主に送信先、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、動態情報、位置情報の内
容で構成される。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　送信時刻は、電文（９）が生成された（若しくは送信される）時刻の情報である。
　無線端末の識別ＩＤは、当該業務用車両３００に搭載されている車載型デジタル無線端
末４００に付与された（無線免許に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤ
の情報である。
　動態情報は、当該業務用車両３００の動態（走行中、停車中、または発車、到着など）
を示すコードの情報である。
　位置情報は、当該業務用車両３００の現在位置を示す情報である。
【０１３４】
　制御部６０１は、電文（９）をデータ通信モジュール６０６に転送する（S05-025）。
　データ通信モジュール６０６は、公衆系基地局無線装置７００に対して、電文（９）を
送信する（S05-026）。
【０１３５】
　そして、管制センターシステム１００において、データ通信送受信装置１０１は、公衆
系通信網８００を介して、複数の業務用車両３００から送信された電文（９）を逐次受信
する。
　データ通信送受信装置１０１は、車両動態情報記憶装置１０６に対して、逐次、電文（
９）を転送する。
　車両動態情報記憶装置１０６は、転送された電文（９）を逐次記憶する。
　データ通信送受信装置１０１は、電文（９）を受信したことを、表示装置１１１を対し
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て、都度、通知する。
　表示装置１１１は、管制官Ａに対して、電文（９）を受信したことを、都度、知らせる
。
【０１３６】
　管制官Ａは、操作装置１１２を介して、表示させたい動態情報の検索条件を入力する。
検索条件は、表示する時間範囲、表示するエリア、表示する無線端末の識別ＩＤなどであ
る。入力した検索条件は、情報解析装置１０８に送信される。
　情報解析装置１０８は、車両動態情報記憶装置１０６と地図情報記憶装置１０３に対し
て、当該検索条件に該当する情報を照会する。
　車両動態情報記憶装置１０６は、当該検索条件で検索を行い、情報解析装置１０８に対
して、条件に該当する車両の［動態情報］と［位置情報］を通知する。
【０１３７】
　地図情報記憶装置１０３は、当該検索条件で検索を行い、情報解析装置１０８に対して
、条件に該当する［地図情報］を通知する。
　情報解析装置１０８は、［動態情報］、［位置情報］及び[地図情報]をマージ（併合）
して、その結果を、表示装置１１１に送信する。
　表示装置１１１は、管制官Ａに対して、当該検索条件に該当する車両の〔動態情報〕と
〔位置情報〕を地図上に表示する。
【０１３８】
　［クラウド・コンピューティング技術の応用］
　クラウド・コンピューティング技術を用いて、各々のデジタル無線指令系装置１１５か
ら、データセンタに設置された情報解析装置１０８にアクセスした場合の手順を以下説明
する。
　管制官Ｂは、操作装置１１７を介して、動態情報送信要求コマンドを入力する。操作装
置１１７は、当該コマンドをデジタル無線指令系装置１１５に転送する。
　デジタル無線指令系装置１１５は、動態情報送信要求コマンドに対して、予めデジタル
無線運用管理装置１１４に設定されている次の情報を自動的に付加する。
　自動的に付加される情報は、当該デジタル無線システムのみで運用・管理する無線端末
の識別ＩＤの情報、当該デジタル無線システムで使用できるサービスエリアを示した場所
情報コードの情報、暗号化の要否の情報である。
【０１３９】
　上記情報を付加した動態情報送信要求コマンドを、デジタル無線指令系装置１１５は、
情報解析装置１０８とデータ送信装置１０９に送信する。
　その後、情報解析装置１０８での［配信エリア情報］を生成し、データ送信装置１０９
に送信し、データ送信装置１０９で電文（８）を生成し、電波塔２００を介して電文（８
）を送信し、車両からの動態情報と位置情報の収集は上述した通りである。
【０１４０】
　表示装置１１６は、都度、情報解析装置１０８で送信され、デジタル無線指定系装置１
１５で受信した動態情報を、管制官Ｂに知らせる。
　管制官Ｂは、操作装置１１７を介して、表示させたい動態情報の検索条件を入力する。
検索条件は、表示する時間範囲、表示するエリア、表示する無線端末の識別ＩＤなどであ
る。入力した検索条件は、デジタル無線指定系装置１１５を介して、情報解析装置１０８
に送信される。
　情報解析装置１０８における車両の［動態情報］と［位置情報］、［地図情報］のマー
ジする処理は、上述した通りである。
　表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、指定した検索条件に該当する車両の［動態情報
］と［位置情報］を地図上に表示する。
【０１４１】
［フェーズ６］
　次に、フェーズ６（緊急避難情報などを配信する）について説明する。
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　［フェーズ６（１）］
　まず、フェーズ６（１）について説明する。
　データ通信送受信装置１０１は、自営系通信網８５０を介して、複数の監視装置７６０
から送信された電文（１０）を受け付けて、情報解析装置１０８と監視情報記憶装置１０
５に都度送信する。
【０１４２】
　電文（１０）は、主に送信先、送信時刻、監視装置の識別ＩＤ、監視情報、位置情報の
内容で構成される。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、自営系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　送信時刻は、電文（１０）が生成された（若しくは送信される）時刻の情報である。
　監視装置の識別ＩＤは、当該監視装置７６０の個々に付与された装置固有の識別ＩＤの
情報である。
　監視情報は、当該監視装置７６０で検出された監視情報である。
　位置情報は、当該監視装置７６０が固定されている場合は設置された場所を、当該監視
装置７６０が可搬である場合は〔監視情報〕を検出した場所を、場所情報コード形式で表
記した情報である。
【０１４３】
　監視情報記憶装置１０５は、データ通信送受信装置１０１から送信された電文（１０）
を都度記憶する。
　情報解析装置１０８は、複数の［監視情報］をもとに、地図情報記憶装置１０３を参照
しながら、災害や事故発生の有無を判定する。
　データ通信送受信装置１０１は、自営系通信網８５０を介して、複数の観測装置７７０
から送信された電文（１１）を受け付けて、当該情報を、情報解析装置１０８と気象情報
記憶装置１０６に都度送信する。
【０１４４】
　電文（１１）は、主に送信先、送信時刻、監視装置の識別ＩＤ、観測情報、位置情報の
内容で構成される。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、自営系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　送信時刻は、電文（１１）が生成された（若しくは送信される）時刻の情報である。
　監視装置の識別ＩＤは、当該観測装置７７０の個々に付与された装置固有の識別ＩＤの
情報である。
　観測情報は、当該観測装置７７０で検出された観測情報である。
　位置情報は、当該観測装置７７０が固定されている場合は設置された場所を、当該観測
装置７７０が可搬である場合は［観測情報］を検出した場所を、場所情報コード形式で表
記した情報である。
【０１４５】
　気象情報記憶装置１０４は、データ通信送受信装置１０１から送信された電文（１０）
を都度記憶する。
　情報解析装置１０８は、複数の［気象情報］をもとに、地図情報記憶装置１０３を参照
しながら解析を行い、気象に係る予報・予測を行う。
　災害や事故発生の有無の判定、気象に係る予報・予測の結果、注意報や警報を発令する
必要がある場合、情報解析装置１０８は、地図情報記憶装置１０３、気象情報記憶装置１
０４、監視情報記憶装置１０５を参照しながら、災害や事故毎にエリア毎の被災するリス
クの度合いや内容を解析し、解析した結果を地図上にマッピングする。当該解析には既存
の手法を用いる。
【０１４６】
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　情報解析装置１０８は、上記解析した結果を表示装置１１１に転送する。並行して、情
報解析装置１０８は、デジタル無線指令系装置１１５を介して、表示装置１１６に解析結
果を転送する。
　表示装置１１１は、管制官Ａに対して、上記解析した結果をもとに、被災リスクの高い
エリアと注意・警戒すべき内容を表示する。
　管制官Ａは、操作装置１１２を介して、被災リスクの高いエリアについて、緊急避難情
報配信コマンドを入力し、必要に応じて、配信した情報の有効期限を設定する。当該情報
は、情報解析装置１０８とデータ送信装置１０９に転送される。
【０１４７】
　情報解析装置１０８は、［緊急避難情報］を配信したいエリアを、地図情報記憶装置１
０３を参照しながら、場所情報コード形式の表記に変換し、［配信エリア情報］を生成す
る。
　情報解析装置１０８は、上記生成した［配信エリア情報］を、データ送信装置１０９に
転送する。
　データ送信装置１０９は、［配信ＩＤ］を生成したのち、電文（１２）を生成する。尚
、本電文は、一般車両や業務用車両に関わらず、周知すべき内容が含まれているため、暗
号化は行わないものとする。
【０１４８】
　電文（１２）は、主に配信ＩＤ、配信エリア情報、有効期限、緊急避難情報の内容で構
成される。
　配信ＩＤは、電文（１２）毎に付与される固有のＩＤの情報である。
　配信エリア情報は、緊急避難情報を配信したいエリアを場所情報コード形式で表記した
情報である。
　有効期限は、配信する緊急避難情報の表示が有効な期間を示す情報である。
　緊急避難情報は、避難指示の内容を示す情報であり、具体例として「津波発生！高台に
避難してください」「○○川の上流域で豪雨が発生しています！堤防が決壊する恐れがあ
りますので、避難してください！」等の情報である。
【０１４９】
　データ送信装置１０９は、電波塔２００を介して、電文（１２）を送信する。有効期限
内は、繰り返し送信する。
　有効期限が過ぎた場合、データ送信装置１０９は、電文（１２）の送信を停止する。
【０１５０】
　［フェーズ６（２）：図１７］
　次に、フェーズ６（２）について図１７を参照しながら説明する。図１７は、フェーズ
６（２）の処理を示すフロー図である。
　データ放送受信モジュール６０７は、電波塔２００を介して、電文（１２）を受信する
（S06-016）。
　データ放送受信モジュール６０７は、制御部６０１に、電文（１２）を転送する（S06-
017））。
【０１５１】
　制御部６０１は、信号処理部６０３を用いて、電文（１２）から抽出した［配信ＩＤ］
と、内蔵メモリ６０２に記憶された［配信ＩＤ］を照合する。一致しない場合は、新規に
受信した情報であると判断し、内蔵メモリ６０２に電文（１２）の［配信ＩＤ］を記憶す
る（S06-018）。
　制御部６０１は、内蔵メモリ６０２に記憶された［配信ＩＤ］と、電文（１２）の［配
信ＩＤ］が一致した場合は、電文（１２）を破棄する（S06-019）。
【０１５２】
　業務用カーナビゲーションシステム５００において、ＧＰＳモジュール５０５、車速検
出装置３６０、角速度検出装置５０６、傾斜角検出装置５０７を用いて常時収集するデー
タをもとに、制御部５０１は、地図情報装置５１１を参照しながら、逐次、所定の演算に
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より、自車位置情報を推定する。並行して、信号処理部５０３は、ＧＰＳモジュール５０
５のデータをもとに所定の演算により、現在時刻を推定する（S06-020）。
　演算により求められた自車位置情報と現在時刻は、内部メモリ５０２に逐次記憶され、
ひとつ前の自車位置情報と現在時刻は消去される。
【０１５３】
　制御部６０１は、制御部５０１に対して、自車位置情報を要求する（S06-021）。
　制御部５０１は、内部メモリ５０２に記憶されている自車位置情報を、場所情報コード
形式により、制御部６０１に通知する（S06-022）。
　制御部６０１は、信号処理部６０３を用いて、電文（１２）から抽出した［配信エリア
情報］と、制御部５０１から受信した自車位置情報を照合する。自車位置が配信エリア外
に有る場合、制御部６０１は、電文（１２）を破棄する（S06-023）。
【０１５４】
　制御部６０１は、制御部５０１に対して、現在時刻を要求する（S06-024）。
　制御部５０１は、内部メモリ５０２に記憶されている現在時刻を、制御部６０１に通知
する（S06-025）。
　制御部６０１は、内蔵メモリ６０２に電文（１２）を記憶させる。電文（１２）が有効
期限内にある場合、制御部６０１は、電文（１２）の記憶を保持しながら、［緊急避難情
報］を表示部６０９で表示させ、内部スピーカ６１０で警告音や警告メッセージを鳴動さ
せる（S06-026）。
　電文（１２）が有効期限を過ぎた場合、制御部６０１は、電文（１２）を破棄して、表
示部６０９について、[緊急避難情報]の表示を停止させ、内部スピーカ６１０の警告音や
警告メッセージを停止させる（S06-027）。
【０１５５】
　電文（１２）が内蔵メモリ６０２に保持されている間、制御部６０１は、表示部６０９
における［緊急避難情報］の表示や、内部スピーカ６１０における警告音や警告メッセー
ジの鳴動を継続する（S06-028）。
　電文（１２）が内蔵メモリ６０２から破棄された場合は、制御部６０１は、表示部６０
９における［緊急避難情報］の表示や、内部スピーカ６１０における警告音や警告メッセ
ージの鳴動を停止する（S06-029）。
【０１５６】
　［クラウド・コンピューティング技術の応用］
　クラウド・コンピューティング技術を用いて、各々のデジタル無線指令系装置１１５か
ら、データセンタに設置された情報解析装置１０８にアクセスした場合の手順を以下に付
記する。
　デジタル無線指令系装置１１５は、解析によって生成した被災リスクの高いエリアと注
意・警戒すべき内容を取得し、表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、当該地図情報を表
示する。
【０１５７】
　管制官Ｂは、表示装置１１６を構成するスピーカと、操作装置１１７を構成するマイク
を介して、避難対象エリアの車両に乗務している乗務員と随時、通話を行う。
　その通話の動作において、デジタル無線指令系装置１１５は、避難対象エリアの無線端
末ＩＤを、優先的に選択して発着信制御を行い、デジタル無線回線制御装置１１３と当該
制御情報をやり取りする。
　デジタル無線回線制御装置１１３は、デジタル無線指令系装置１１５とやりとりする当
該制御情報をもとに、優先的に選択された無線端末ＩＤの業務用車載型デジタル無線端末
４００と通話ができるように、回線制御を行う。
　デジタル無線運用管理装置１１４は、デジタル無線回線制御装置１１３の回線制御の結
果を受けて、着発信などの通話履歴を記憶する。
【０１５８】
［フェーズ７］
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　次に、フェーズ７（最新の地図情報および任意の道路区間やエリアにおける通行可否な
どを配信する処理）は、災害発生直後から復旧作業完了までの間、各々のデジタル無線シ
ステムを介して、位置情報を付加した音声データや任意のテキストデータ、画像データな
どの被災エリアにおける詳細な情報を、クラウド・コンピューティング技術を利活用して
、国や現地地方自治体の災害対策本部で運用する情報制御システムに集約する。
　情報の内容によっては、被害拡大の防止のため、行政や民間の各種団体が運用する情報
制御システムやデジタル無線システムに開示し、情報の共有化を行う。
【０１５９】
　また、クラウド・コンピューティング技術を利活用して、フェーズ５で示した方法によ
り収集した各種業務車両の動態情報とともに、一般車両から収集した民間各社のプローブ
情報（参考例：http://www.its-jp.org/saigai/）を用いて、行政や民間で共有している
道路情報の更新を行い、一般車両や業務用車両の種別ごと分別して、最新の地図情報や任
意の道路区間やエリアにおける通行の可否を配信する。
　以下、フェーズ７について具体的にフェーズ７－１～７－８を説明する。
【０１６０】
　［フェーズ７－１］
　フェーズ７－１は、各種業務車両の動態情報と一般車両のプローブ情報を用いて、通行
可能な道路を判定・表示する処理である。
　具体的には、データ通信送受信装置１０１は、公衆系通信網８００や自営系通信網８５
０を介して、各種業務車両や一般車両の［動態情報］と［位置情報］を逐次受信し、都度
、車両動態情報記憶装置１０６に当該情報を転送する。
　車両動態情報記憶装置１０６は、上記転送された各種業務車両や一般車両の［動態情報
］と［位置情報］を逐次記憶する。
【０１６１】
　情報解析装置１０８は、地図情報記憶装置１０３、気象情報記憶装置１０４、監視情報
記憶装置１０５、車両動態情報記憶装置１０６の各種情報を参照しながら、任意の道路ご
とに通行実績を集計するとともに、当該道路の通行可否を逐次判定する。通行可否の判定
は、既存の手法を利用する。
　情報解析装置１０８は、任意の道路毎に通行可否を判定した結果をデジタル地図上にマ
ッピングし、情報制御システムの表示装置１１１、およびデジタル無線システムの表示装
置１１６に転送する。
　情報解析装置１０８に接続する表示装置１１１は、管制官Ａに対して、デジタル地図上
にマッピングして生成した道路毎の通行可否の判定結果を示した地図情報を逐次表示する
。
　デジタル無線システムの表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、生成した道路毎の通行
可否の判定結果を示した地図情報を逐次表示する。
【０１６２】
　［フェーズ７－２：図１８］
　フェーズ７－２は、被災エリアにおける詳細な情報を、現地から自営系通信網８５０（
デジタル無線システム）を経由して送信する処理である。
　フェーズ７－２について図１８を参照しながら説明する。図１８は、フェーズ７－２の
処理を示すフロー図である。
　各種業務車両の乗務員は、業務用車載型デジタル無線端末４００のスピーカマイクまた
はハンドセット４１３を用いて、プレスボタンを押下し、通話をする（S07-006）。
　信号処理部４０３は、乗務員の音声をアナログ信号からデジタル信号に変換した後、各
種コーデック方式で圧縮して、［音声データ］を生成する（S07-007）。
　各種業務車両の乗務員は、操作部４０６を用いて、被災エリアにおける自車周辺の情報
について、任意のテキストまたは定型文を入力して、制御部４０１に送信する（S07-008
）。
【０１６３】
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　業務用カーナビゲーションシステム５００において、ＧＰＳモジュール５０５、車速検
出装置３６０、角速度検出装置５０６、傾斜角検出装置５０７を用いて常時収集するデー
タをもとに、制御部５０１は、地図情報装置５１１を参照しながら、逐次、所定の演算に
より、自車位置情報を推定する。並行して、信号処理部５０３は、ＧＰＳモジュール５０
５のデータをもとに所定の演算により、現在時刻を推定する（S07-009）。
　演算により求められた自車位置情報と現在時刻は、内部メモリ５０２に逐次記憶され、
ひとつ前の自車位置情報と現在時刻は消去される。
【０１６４】
　業務用車載型デジタル無線端末４００の制御部４０１は、制御部５０１に対して、自車
位置情報を要求する（S07-010）。
　制御部５０１は、制御部４０１に対して、上記推定された自車位置を場所情報コード形
式で通知する（S07-011）。
　制御部４０１は、制御部５０１に対して、現在時刻を要求する（S07-012）。
　制御部５０１は、制御部４０１に対して、上記推定された現在時刻を通知する（S07-01
3）。
　自営系通信網８５０経由で送信する情報が音声データの場合、制御部４０１は、識別Ｉ
Ｄ記憶装置４０９を参照しながら、電文（１３）を生成する（S07-014）。
【０１６５】
　電文（１３）は、主に送信先、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、位置情報、音声データ
の内容で構成される。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデジタル無線回線制御装置１１３
に割り当てられた装置コードなど、デジタル無線システム内でローカルに使用される情報
である。
　送信時刻は、電文（１３）が生成された（若しくは送信される）時刻の情報である。
　無線端末の識別ＩＤは、業務用車載型デジタル無線端末４００に付与された（無線免許
に記載されている）呼出名称と対応付けられた識別ＩＤの情報である。尚、送信先と重複
する場合は、省略可能である。
　位置情報は、電文（１３）が生成された（若しくは送信される）自車位置を場所情報コ
ード形式で表記した情報である。
　音声データは、乗務員の通話することによって生じた音声信号について、デジタル処理
を行ったデータである。
【０１６６】
　自営系通信網８５０経由で送信する情報がテキストデータの場合、制御部４０１は、識
別ＩＤ記憶装置４０９を参照しながら、電文（１４）を生成する（S07-015）。
　電文（１４）は、主に送信先、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、位置情報、テキストデ
ータの内容で構成される。尚、テキストデータ以外の情報は、電文（１３）と同様である
。
　テキストデータは、乗務員が入力した任意あるいは定型の文章（テキスト）のデータで
ある。
【０１６７】
　信号処理部４０３は、電文（１３）または電文（１４）の符号化・変調処理を行い、Ｒ
Ｆ部４０５に送信する（S07-016）。
　ＲＦ部４０５は、符号化・変調した電文（１３）または電文（１４）を含む信号を増幅
して、自営系通信網８５０を介して、電文（１３）または電文（１４）を管制センターシ
ステム１００宛てに送信する（S07-017）。
【０１６８】
　［フェーズ７－３：図１９］
　次に、フェーズ７－３（被災エリアにおける詳細な情報を現地から公衆系通信網８００
を経由して送信する処理）について図１９を参照しながら説明する。図１９は、フェーズ
７－３の処理を示すフロー図である。
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　各種業務車両の乗務員は、測距機能付きデジタルカメラ６５０を用いて、自車位置周辺
の被災状況を撮影し、必要に応じて、目標物の距離等を測定し、その結果を車載用運用管
理情報端末６００の表示部６０９に表示させる。被災状況の画像や測定データを送信した
い場合は、操作部６０８にて所定の操作を行って、制御部６０１に転送する（S07-018）
。
　信号処理部６０３は、処理S07-018で取得した画像情報を圧縮して［画像データ］を生
成する（S07-019）。
【０１６９】
　各種業務車両の乗務員は、操作部６０８を用いて、被災エリアにおける自車周辺の情報
について、任意のテキストまたは定型文を入力して、制御部６０１に送信する（S07-020
）。
　制御部６０１は、制御部５０１に対して、自車位置情報を要求する（S07-021）。
　制御部５０１は、制御部６０１に対して、図１８における処理S07-009で推定された自
車位置を場所情報コード形式で通知する（S07-022）。
　制御部６０１は、制御部５０１に対して、現在時刻を要求する（S07-023）。
　制御部５０１は、制御部６０１に対して、処理S07-009で推定された現在時刻を通知す
る（S07-024）。
　公衆系通信網８００経由で送信する情報が画像データの場合、制御部６０１は、制御部
４０１を介して、識別ＩＤを取得し、電文（１５）を生成する（S07-025）。
【０１７０】
　電文（１５）は、主に送信先、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、位置情報、画像データ
、測定データの内容で構成される。送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、位置情報は、電文（
１３），（１４）の内容と同様である。
　送信先は、管制センターシステム１００に設置されたデータ通信送受信装置１０１に割
り当てられたメールアドレスやＩＰアドレス、ポート番号など、公衆系通信網のプロトコ
ルに準拠した情報である。
　画像データは、測距機能付きデジタルカメラ６５０を用いて撮影した画像情報をＪＰＥ
ＧやＧＩＦなどのファイル形式に変換したデータである。
　測定データは、測距機能付きデジタルカメラ６５０を用いて測定した対象物までの距離
や、当該対象物のある方位、当該対象物の高さや幅を測定したデータ（具体例として、道
路の地割れの長さに関するデータ等）である。
【０１７１】
　公衆系通信網８００経由で送信する情報がテキストデータの場合、制御部６０１は、制
御部４０１を介して、識別ＩＤを取得し、電文（１６）を生成する（S07-026）。
　電文（１６）は、主に送信先、送信時刻、無線端末の識別ＩＤ、位置情報、テキストデ
ータの内容で構成される。テキストデータ以外の情報は、電文（１５）と同様である。
　テキストデータは、乗務員が入力した任意あるいは定型の文章（テキスト）のデータで
ある。
【０１７２】
　制御部６０１は、電文（１５）または電文（１６）をデータ通信モジュール６０６に転
送する（S07-027）。
　データ通信モジュール６０６は、公衆系通信網８００を介して、電文（１５）または電
文（１６）を管制センター１００宛てに送信する（S07-028）。
【０１７３】
　［フェーズ７－４：図２０］
　次に、フェーズ７－４（自営系通信網８５０（デジタル無線システム）経由で送信され
た現地の情報を、管制センターシステム１００で集約し、表示させる処理）について図２
０を参照しながら説明する。図２０は、フェーズ７－４の処理を示すフロー図である。
　デジタル無線回線制御装置１１３は、自営系通信網８５０経由で受信した電文（１３）
または電文（１４）を受け付ける（S07-029）。
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　デジタル無線運用管理装置１１４は、電文（１３）または電文（１４）の発着信時刻な
どの通信履歴を記憶する（S07-030）。
【０１７４】
　デジタル無線回線制御装置１１３は、デジタル無線指令系装置１１５に対して、［音声
データ］を含む電文（１３）を転送する（S07-031）。
　デジタル無線指令系装置１１５は、〔音声データ〕を各種コーデック方式による復号処
理やＤ／Ａ変換して、乗務員の音声信号を復元する。復元した音声信号を表示装置１１６
のスピーカに送信するとともに、電文（１３）の内容を表示装置１１６に通知する（S07-
032）。
　表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、乗務員の音声を出力するとともに、当該通話が
なされた［位置情報］や［無線端末の識別ＩＤ］を表示する（S07-033）。
【０１７５】
　デジタル無線回線制御装置１１３は、［テキストデータ］を含む電文（１４）をデジタ
ル無線指令系装置１１５に転送する（S07-034）。
　デジタル無線指令系装置１１５は、電文（１４）の内容を表示装置１１６に通知する（
S07-035）。
　表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、［テキストデータ］の内容を表示するとともに
、当該情報が送信された［位置情報］や［無線端末の識別ＩＤ］を表示する（S07-036）
。
　管制官Ｂは、操作装置１１７を用いて、現地の乗務員から上がった情報（［音声データ
］や［テキストデータ］の内容）をもとに、［伝達情報］を編集し、［情報開示範囲］を
指定して、デジタル無線指令系装置１１５に転送する（S07-037）。
【０１７６】
　［伝達情報］と［情報開示範囲］の具体例を以下に示す。
　例１としては、伝達情報の例が「救援活動のため、Ａ１～Ｃ４のエリア内は、一般車両
は通行禁止です。」で、情報発信元の例が「現地の消防本部の車両（レスキュー隊員）」
で、情報開示範囲の例が「一般車両、災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察本部、
民間企業の管制センター」で、伝達情報の保存先が「地図情報記憶装置１０３」である。
　例２としては、伝達情報の例が「地震により、○○号線の△△交差点で地割れが発生し
ており、通行不可です。別のルートを迂回してください。」で、情報発信元の例が「現地
の警察本部の車両（交通整理中の警官）」で、情報開示範囲の例が「一般車両、災害対策
本部、現地の消防本部、現地の警察本部、民間企業の管制センター」で、伝達情報の保存
先が「地図情報記憶装置１０３」である。
【０１７７】
　例３としては、伝達情報の例が「道幅が狭いため、●●号線のＡ地点からＢ地点までは
、大型車両は通行禁止です。」で、情報発信元の例が「現地地方自治体の車両（役所の職
員）」で、情報開示範囲の例が「一般車両、災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察
本部、民間企業の管制センター、特に、建設会社や運送会社、バスなどの公共交通機関」
で、伝達情報の保存先が「地図情報記憶装置１０３」である。
　例４としては、伝達情報の例が「◇◇地区のガソリンスタンドは、ガソリン、軽油とも
に備蓄がありません。」で、情報発信元の例が「現地地方自治体の車両（役所の職員）」
で、情報開示範囲の例が「一般車両、災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察本部、
民間企業の管制センター」で、伝達情報の保存先が「地図情報記憶装置１０３」である。
【０１７８】
　例５としては、伝達情報の例が「△△地区のガソリンスタンドは、軽油のみ備蓄があり
ます。救援車両のみ給油ができます。」で、情報発信元の例が「現地地方自治体の車両（
役所の職員）」で、情報開示範囲の例が「災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察本
部」で、伝達情報の保存先が「地図情報記憶装置１０３」である。
　例６としては、伝達情報の例が「○○橋の仮設作業が完了しました。４トントラックま
で○○橋を通行できます。」で、情報発信元の例が「現地地方自治体の車両（役所の職員
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）または自衛隊の車両（自衛隊員）」で、情報開示範囲の例が「一般車両、災害対策本部
、現地の消防本部、現地の警察本部、民間企業の管制センター」で、伝達情報の保存先が
「地図情報記憶装置１０３」である。
【０１７９】
　例７としては、伝達情報の例が「観測拠点ＸＸの電源設備の故障により、××における
観測データは収集不能です。ＸＸ周辺は観測データの空白域になるため、警戒が必要です
。」で、情報発信元の例が「気象庁の車両（気象庁の職員）」で、情報開示範囲の例が「
災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察本部、民間企業の管制センター、特に気象情
報提供会社やＧＩＳデータ提供会社」で、伝達情報の保存先が「地図情報記憶装置１０３
、気象情報記憶装置１０４」である。
　例８としては、伝達情報の例が「落雷による監視カメラの故障のため、○○川の状況が
把握できない状況です。○○川下流域は、警戒が必要です。」又は「火砕流による監視カ
メラの破損のため、××周辺は状況が把握できない状況です。ＸＸ周辺は情報の空白域に
なるため、警戒が必要です。」で、情報発信元の例が「現地地方自治体の車両（役所の職
員）」で、情報開示範囲の例が「一般車両、災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察
本部、民間企業の管制センター、特に気象情報提供会社やＧＩＳデータ提供会社」で、伝
達情報の保存先が「地図情報記憶装置１０３、監視情報記憶装置１０５」である。
【０１８０】
　例９としては、伝達情報の例が「干ばつにより、△△池が干上がっているため、消火活
動時に取水できません。」で、情報発信元の例が「現地地方自治体の車両（役所の職員）
」で、情報開示範囲の例が「災害対策本部、現地の消防本部」で、伝達情報の保存先が「
地図情報記憶装置１０３、監視情報記憶装置１０５」である。
　例１０としては、伝達情報の例が「満床のため、急患の受け入れができません。」又は
「１０床ベッドの空きがあります。」又は「○○科の医師が不足しており、患者の症状に
よっては受け入れできない場合があります。」で、情報発信元の例が「救急指定病院など
の医療機関」で、情報開示範囲の例が「災害対策本部、現地の消防本部」で、伝達情報の
保存先が「地図情報記憶装置１０３、監視情報記憶装置１０５」である。
【０１８１】
　例１１としては、伝達情報の例が「××地区のモニタリングポストで比較的強い放射線
量を検出しました。ＸＸ地区周辺には近寄らないでください。」で、情報発信元の例が「
電気事業者の車両（電力会社の社員）または現地地方自治体の車両（役所の職員）」で、
情報開示範囲の例が「災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察本部、民間企業の管制
センター、特に気象情報提供会社やＧＩＳデータ提供会社」で、伝達情報の保存先が「地
図情報記憶装置１０３、監視情報記憶装置１０５」である。
　例１２としては、伝達情報の例が「大きな地震により、○○ビルのエレベータが緊急停
止しました。数人がエレベータ内に閉じ込められています。」で、情報発信元の例が「ビ
ルの管理会社」で、情報開示範囲の例が「災害対策本部、現地の消防本部、現地の警察本
部、民間企業の管制センター、特にエレベータの保守会社」で、伝達情報の保存先が「地
図情報記憶装置１０３、監視情報記憶装置１０５」である。
【０１８２】
　デジタル無線指令系装置１１５は、電文（１３）または電文（１４）から抽出した［位
置情報］［送信時刻］に、［伝達情報］［情報開示範囲］を付加して、災害対策本部が使
用する情報制御システムの情報解析装置１０８に送信する（S07-038）。
　災害対策本部が運用する情報制御システムの情報解析装置１０８は、［情報開示範囲］
をもとに、行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御システムに振り分けて、［位
置情報］［送信時刻］［伝達情報］を、当該団体が運用する各々の地図情報記憶装置１０
３、気象情報記憶装置１０４、監視情報記憶装置１０５のいずれかに転送する。
【０１８３】
　行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御システムの地図情報記憶装置１０３、
気象情報記憶装置１０４、監視情報記憶装置１０５は、災害対策本部が運用する情報制御
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システムの情報解析装置１０８から転送された［位置情報］［送信時刻］［伝達情報］を
記憶する。
　行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御システムの情報解析装置１０８におい
て、当該団体が運用する地図情報記憶装置１０３、気象情報記憶装置１０４、監視情報記
憶装置１０５に記憶された［伝達情報］の内容を地図上にマッピングして、当該団体が運
用する情報制御システムの表示装置１１１、またはデジタル無線指令系装置１１５に逐次
転送する。
【０１８４】
　当該各種団体が運用する情報制御システムの表示装置１１１は、管制官Ａに対して、被
災状況を含む最新の地図情報と［伝達情報］を表示する。
　当該団体が運用するデジタル無線システムの表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、デ
ジタル無線指令系装置１１５を介して取得した被災状況を含む最新の地図情報と［伝達情
報］を表示する。
【０１８５】
　［フェーズ７－５］
　次に、フェーズ７－５（公衆系通信網経由で送信された現地の情報を、管制センターシ
ステム１００で集約し、表示させる処理）について説明する。
　データ通信送受信装置１０１は、公衆系通信網８００経由で受信した電文（１５）また
は電文（１６）を受け付ける。
　データ通信送受信装置１０１は、行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御シス
テムの情報解析装置１０８に対して、［画像データ］を含む電文（１５）を転送する。
　当該団体で運用する情報解析装置１０８は、表示装置１１１に電文（１５）の内容を通
知する。
　表示装置１１１は、管制官Ａに対して、［画像データ］［測定データ］の内容を表示す
るとともに、当該情報が送信された［位置情報］や［無線端末の識別ＩＤ］を表示する。
【０１８６】
　データ通信送受信装置１０１は、当該団体が運用する情報解析装置１０８に対して、［
テキストデータ］を含む電文（１６）を転送する。
　当該団体で運用する情報解析装置１０８は、表示装置１１１に電文（１６）の内容を通
知する。
　表示装置１１１は、管制官Ａに対して、［テキストデータ］の内容を表示するとともに
、当該情報が送信された［位置情報］や［無線端末の識別ＩＤ］を表示する。
　管制官Ａは、操作装置１１７を用いて、現地から送られてきた情報（［画像データ］［
測定データ］［テキストデータ］の内容）をもとに、［伝達情報］を編集し、［情報開示
範囲］を指定して、当該団体で運用する情報解析装置１０８に転送する。［伝達情報］と
［情報開示範囲］の具体例については、前述の通りである。
【０１８７】
　当該団体で運用する情報解析装置１０８は、電文（１５）または電文（１６）から抽出
した［位置情報］［送信時刻］に、［伝達情報］［情報開示範囲］を付加して、災害対策
本部が使用する情報制御システムの情報解析装置１０８に送信する。
　災害対策本部が運用する情報制御システムの情報解析装置１０８は、［情報開示範囲］
をもとに、行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御システムに振り分けて、［位
置情報］［送信時刻］［伝達情報］を、当該団体が運用する各々の地図情報記憶装置１０
３、気象情報記憶装置１０４、監視情報記憶装置１０５のいずれかに転送する。
【０１８８】
　行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御システムの地図情報記憶装置１０３、
気象情報記憶装置１０４、監視情報記憶装置１０５は、災害対策本部が運用する情報制御
システムの情報解析装置１０８から転送された［位置情報］［送信時刻］［伝達情報］を
記憶する。
　行政や民間の各種団体が運用する各々の情報制御システムの情報解析装置１０８におい
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て、当該団体が運用する地図情報記憶装置１０３、気象情報記憶装置１０４、監視情報記
憶装置１０５に記憶された［伝達情報］の内容を地図上にマッピングして、当該団体が運
用する情報制御システムの表示装置１１１、またはデジタル無線指令系装置１１５に逐次
転送する。
　当該団体が運用する情報制御システムの表示装置１１１は、管制官Ａに対して、被災状
況を含む最新の地図情報と［伝達情報］を表示する。
　当該団体が運用するデジタル無線システムの表示装置１１６は、管制官Ｂに対して、デ
ジタル無線指令系装置１１５を介して取得した被災状況を含む最新の地図情報と［伝達情
報］を表示する。
【０１８９】
　［フェーズ７－６：図２１］
　次に、フェーズ７－６（管制センターシステム１００から、被災エリアにおける最新の
地図情報および任意の道路区間やエリアにおける通行可否などを、電波塔２００を介して
、配信する処理）について図２１を参照しながら説明する。図２１は、フェーズ７－６の
処理を示すフロー図である。
　管制官Ａは、操作装置１１２を用いて、最新の地図情報から被災エリアに配信する［伝
達情報］を選択し、適時、エリア情報配信コマンドを入力する。必要に応じて、配信する
［伝達情報］が適用されるエリアと有効期限を指定する。
　尚、特定の業務用車両に対して［伝達情報］を配信する場合は、［デジタル無線端末の
識別ＩＤ］と暗号化の有無を指定する。入力したエリア情報配信コマンドを、情報解析装
置１０８とデータ送信装置１０９に送信する。
【０１９０】
　ここで、配信する［伝達情報］が適用されるエリアについて、想定される表記方法の具
体例を以下に示す。
　例えば、行政区分コードで表せるように、都道府県、市町村、事務組合などの地方自治
体単位で指定するもの、任意に指定したエリアを緯度経度で表記したもの、平面地図をメ
ッシュ状に区切って、インデックスを付与したもの、主要な公共施設や商業施設（例：東
京都庁、東京ドーム）、主要な道路や鉄道の路線（例：国道１号線沿線、山手線沿線）の
始点と終点、あるいは交差点などのスポット、その他の任意のスポット（例：ガソリンス
タンドの所在地、仮設した橋など）で表記する。
【０１９１】
　情報解析装置１０８は、［伝達情報］に付随する位置情報について、地図情報記憶装置
１０３を参照しながら、場所情報コード形式の表記に変換し、［位置情報］を生成する。
　情報解析装置１０８は、上記生成した［位置情報］を、データ送信装置１０９に転送す
る。
　そして、図２１に示すように、データ送信装置１０９は、［配信ＩＤ］を生成し、［伝
達情報］を含んだ電文（１７）を生成する（S07-059）。
【０１９２】
　電文（１７）は、主に配信ＩＤ、位置情報、有効期限、伝達情報の内容で構成される。
　配信ＩＤは、電文（１７）毎に付与される固有のＩＤの情報である。
　位置情報は、［伝達情報］が適用されるエリアを場所情報コード形式で表記した情報で
ある。
　有効期限は、［伝達情報］の表示期限を定めた情報である。
　伝達情報は、行政や民間の各種団体が運用する情報制御システム、およびデジタル無線
システムを介して収集された被災エリアにおける各種情報のうち、当該団体の管制官Ａが
、現地で活動する車両に対して周知することが適当と判断したもの（具体例は、図２０の
処理S07-037の説明を参照。）
【０１９３】
　電文（１７）に対して暗号化する必要がある場合、データ送信装置１０９は、暗号処理
部１１０に対して、電文（１７）を転送する（S07-060）。
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　暗号処理部１１０は、解除キー生成・記憶装置１０７を参照しながら、管制官Ａが操作
装置１１２で指定した［デジタル無線端末の識別ＩＤ］に対応する［解除キー］を用いて
、電文（１７）を暗号化する（S07-061）。
　暗号処理部１１０は、データ送信装置１０９に対して、暗号化した電文（１７）を転送
する（S07-062）。
　データ送信装置１０９は、電文（１７）が有効期限内にある場合、電波塔２００を介し
て、電文（１７）を一定の時間間隔で送信する（S07-063）。
　データ送信装置１０９は、電文（１７）が有効期限を過ぎた場合、電文（１７）の送信
を停止し、破棄する（S07-064）。
【０１９４】
　［フェーズ７－７：図２２］
　次に、フェーズ７－７（被災エリアにいる各種業務車両において、最新の地図情報およ
び任意の道路区間やエリアにおける通行可否などの道路情報を表示する処理）について図
２２を参照しながら説明する。図２２は、フェーズ７－７の処理を示すフロー図である。
　業務用カーナビゲーションシステム５００において、ＧＰＳモジュール５０５、車速検
出装置３６０、角速度検出装置５０６、傾斜角検出装置５０７を用いて常時収集するデー
タをもとに、制御部５０１は、地図情報装置５１１を参照しながら、逐次、所定の演算に
より、自車位置情報を推定する。並行して、信号処理部５０３は、ＧＰＳモジュール５０
５のデータをもとに所定の演算により、現在時刻を推定する（S07-065）。
　演算により求められた自車位置情報と現在時刻は、内部メモリ５０２に逐次記憶され、
ひとつ前の自車位置情報と現在時刻は消去される。
【０１９５】
　デジタル放送受信モジュール６０７は、電波塔２００を介して、電文（１７）を受信す
る（S07-066）。
　デジタル放送受信モジュール６０７は、制御部６０１に対して、受信した電文（１７）
を転送する（S07-067）。
　処理S07-067で転送された電文（１７）が暗号化されていない場合、制御部６０１は、
制御部５０１に対して、電文（１７）を転送する（S07-068）。
【０１９６】
　制御部５０１は、転送された電文（１７）に含まれる［配信ＩＤ］について、地図記憶
情報５１１に対して照会する（S07-069）。
　処理S07-069で照会した結果、地図記憶情報５１１に記憶された［配信ＩＤ］と一致し
た場合、制御部５０１は、電文（１７）の内容を記憶済みと判断し、電文（１７）を破棄
する（S07-070）。
　処理S07-069で照会した結果、地図記憶情報５１１に記憶された［配信ＩＤ］と一致し
ない場合、制御部５０１は、電文（１７）は新規の内容を含んでいると判断し、地図記憶
装置５１１に対して、電文（１７）を転送する（S07-071）。
　地図記憶装置５１１は、転送された電文（１７）の内容を記憶する（S07-072）。
　制御部５０１は、表示部５０９に対して、適時、電文（１７）の内容を適時、通知する
（S07-073）。
　表示部５０９は、乗務員に対して、適時、電文（１７）の内容を表示する。
【０１９７】
　処理S07-067で転送された電文（１７）が暗号化されている場合、復号処理部６０４は
、解除キー記憶装置６１３に記憶された［解除キー］を参照して、暗号化された電文（１
７）の暗号を解除する（S07-075）。
　処理S07-075において、暗号が解除できない場合、制御部６０１は、別の車両に対して
配信されたものであると判断し、電文（１７）を破棄する（S07-076）。
　処理S07-075において、暗号が解除できた場合、制御部６０１は、電文（１７）に含ま
れる［配信ＩＤ］について、内蔵メモリ６０２に対して照会する（S07-077）。
【０１９８】
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　処理S07-077で照会した結果、内蔵メモリ６０２に記憶された［配信ＩＤ］と一致した
場合、制御部６０１は、電文（１７）の内容を記憶済みと判断し、電文（１７）を破棄す
る（S07-078）。
　処理S07-077で照会した結果、内蔵メモリ６０２に記憶された［配信ＩＤ］と一致しな
い場合、制御部６０１は、電文（１７）は新規の内容を含んでいると判断する。その判断
を受けて、内蔵メモリ６０２は電文（１７）の内容を記憶する（S07-079）。
　制御部６０１は、表示部６０９に対して、適時、電文（１７）の内容を適時、通知する
（S07-080）。
　表示部６０９は、乗務員に対して、適時、電文（１７）の内容を表示する。
【０１９９】
　［フェーズ７－８］
　次に、フェーズ７－８（期限切れの地図情報および任意の道路区間やエリアにおける通
行可否などの道路情報を削除する処理）について説明する。
　制御部５０１は、適時、地図記憶装置５１１に対して、有効期限付きの［配信ＩＤ］を
検索する。
　図２２の処理S07-065で推定した現在時刻と比較して、検索した［配信ＩＤ］の期限が
過ぎていた場合、制御部５０１は、地図記憶装置５１１に対して、期限切れの［配信ＩＤ
］を通知する。
　地図記憶装置５１１は、期限切れの［配信ＩＤ］に対応する［伝達情報］や［位置情報
］を削除する。
【０２００】
　制御部６０１は、制御部５０１に対して、現在時刻を要求する。
　制御部５０１は、制御部６０１に対して、現在時刻を通知する。
　制御部５０１は、上記取得した現在時刻と比較して、検索した［配信ＩＤ］の期限が過
ぎていた場合、内蔵メモリ６０２に対して、期限切れの［配信ＩＤ］を通知する。
　内蔵メモリ６０２は、期限切れの［配信ＩＤ］に対応する［伝達情報］や［位置情報］
を削除する。
【０２０１】
［緊急情報配信の概略：図２３］
　ここで、フェーズ６における緊急情報配信の概略を図２３に示す。図２３は、緊急情報
配信の概略図である。
　図２３のフェーズ６では、自営系通信網８５０に接続する監視装置７６０及び観測装置
７７０からの監視情報及び観測情報を管制センターシステム１００が収集し、情報解析装
置１０８が地図情報、気象情報、監視情報及び観測情報を基に被災リスクの度合いや内容
を解析し、解析結果を地図上にマッピングし、配信エリア情報を含む緊急避難情報を電文
（１２）で電波塔２００を介してデジタル放送で配信する。
【０２０２】
　業務用車両システム３００の車載用運用管理情報端末６００は、デジタル放送受信モジ
ュール６０７でデジタル放送による電文（１２）を受信し、車両の位置情報が配信エリア
内であれば、該当する緊急避難情報を表示部６０９に表示させ、内部スピーカ６１０で警
告音や警告メッセージを出力する。
　図２３では、エリア毎に異なる緊急避難情報を送信して出力した場合を示している。
【０２０３】
［フェーズ８］
　次に、フェーズ８（デジタル無線システムの運用管理情報を配信する処理）について説
明する。
　全国消防システムでは、予め無線端末に設定したグループ番号に紐付けられてグループ
通信を行う。他の消防本部から応援で来た車両を含めて、事案（災害や事故など）が発生
する度に、柔軟かつ円滑にグループ編成を行いたいというニーズがある。
　そこで、フェーズ８では、消防向けデジタル無線システムを例に、フェーズ５とフェー
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ズ７で示した手順を応用して、グループ編成を行うために運用管理情報を配信する処理を
説明する。
【０２０４】
　［動態情報と位置情報の収集結果：図２４］
　大規模地震の発生直後、現地の０１消防本部だけでは対応ができないため、隣接する０
２消防本部と０３消防本部の応援を受けて対応を行うケースを仮定する。ここで、応援車
両を含め、被災したエリアにどの車両がどの位置に何台展開しているか、把握する必要が
ある。
　このケースでは、フェーズ５で示した方法により、被災エリアにいる消防・救急車両に
対して、［動態情報］と［位置情報］を能動的に収集することができる。任意の時刻に収
集した［動態情報］と［位置情報］の例を図２４に示す。図２４は、［動態情報］［位置
情報］の収集結果の具体例を示す図である。
【０２０５】
　［事案とグループ割り当て（i）：図２５］
　大規模災害発生時の消火・救助・救急活動は、隊員や車両などリソースが限られている
ため、被災エリアで事案（災害や事故）がどこで発生したかを速やかに把握した上で、逐
次、事案に対応する車両を適切に割り当てる必要がある。
　このケースでは、フェーズ７－２～フェーズ７－５で示した方法により、現地の消防本
部だけでなく、現地の地方自治体の職員や民間会社の社員などから送信された［伝達情報
］と［位置情報］を収集することで、出動が必要な事案を速やかに把握することができる
。出動が必要な事案の例を図２５に示す。図２５は、事案とグループの割り当ての具体例
（i）を示す図である。尚、図２５で「場所」とは事案発生の場所（目的地）を示してい
る。
【０２０６】
　［グループ編成更新要求を含む電文例（i）：図２６］
　さらに、フェーズ５で示した方法を応用して、［動態情報送信要求］の代わりに、図２
６に示すように、デジタル無線端末４００の［無線端末の識別ＩＤ］毎に［グループ番号
更新要求］を含む電文を送信することにより、グループ編成を行うことができる。
　図２６は、［グループ編成更新要求］を含む電文の具体例（i）を示す図である。図２
６では、［グループ番号更新要求］は、「運用管理情報（更新後のグループ番号設定）」
として更新後のグループ番号が設定されている。
【０２０７】
　図２６の電文を受信したデジタル無線端末４００は、内蔵メモリ４０２に記憶されてい
る当該無線端末のグループ番号を上書き保存する。
　尚、電文の中の送信元は、実際は場所情報コード形式で表記され、０１消防本部の管制
センターを表すコードで表記される。電文の中の配信エリア情報は、場所情報コード形式
で表記される。
【０２０８】
　［事案とグループ割り当て（ii）：図２７］
　図２５における事案２（倒壊した家屋から住人を救助する）と事案３（横転した車両か
ら乗員を救助する）の対応が完了したことを、現地の隊員から報告を受けたのち、被災エ
リアにいる消防・救急車両に対して、［動態情報］と［位置情報］の収集を行う。
　その結果を受けて、０１消防本部の管制官Ａは、進行中の事案に対して図２７に示すよ
うに、グループの再編成を行う。図２７は、事案とグループの割り当ての具体例（ii）を
示す図である。
【０２０９】
　［グループ編成更新要求を含む電文例（ii）：図２８］
　管制官Ａは、図２７に従い、図２８に示すように、再度、［グループ番号更新要求］を
含む電文をフェーズ５で示した手順で送信する。
　図２８は、［グループ編成更新要求］を含む電文の具体例（ii）を示す図である。図２
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無線端末のグループ番号を上書き保存する。
　事案が収集されるまで、上記処理を繰り返し実施する。
【０２１０】
［実施の形態の効果］
　特願２００８－６５２４２（特開２００９－２２３４６０）の「プローブカーシステム
」を用いて取得した一般車両の動態情報と位置情報に加えて、本実施の形態で取得した業
務用車両の動態情報と位置情報を、クラウド・コンピューティング技術を利活用して、行
政や民間で情報を共有することにより、以下の効果が期待できる。
　第１に、一般車両の動態情報と、消防車・救急車などの業務用車両の運行履歴や動態情
報を利活用して、動態情報を解析することにより、被災エリアにおける通行可能な道路を
推定することができる効果がある。
　また、動態情報を解析することにより、一般車両の通行により、消防車・救急車などの
業務用車両の活動が制限、もしくは妨害されるリスクがある路線やエリアを推定すること
ができる効果がある。
【０２１１】
　第２に、大規模な津波により発生した大量のガレキを搬送する大型車両の運行履歴や動
態情報を利活用することにより、連携して搬送作業を行う際に、同業種の業者間で運行履
歴や動態情報を共有することができる効果がある。
【０２１２】
　第３に、大規模な災害が発生した後の復旧工事で、電話・電気・ガス・水道等の工事に
従事する複数の車両位置や種別、動態情報を利活用することにより、連携して復旧工事を
行う際に、他業種の業者間で運行履歴や動態情報を共有することができる効果がある。
　例えば、ガス工事と水道工事を同時に行うことで、工事を行う都度、道路を掘って埋め
ることがなくなる。
【０２１３】
　第４に、危険物を搬送する車両の現在位置や運行履歴、動態情報を利活用することによ
り、大規模な災害が発生した後の復旧作業において、安全が確認された作業拠点へガソリ
ン、軽油、重油等の燃料を搬送する指示を円滑に出せるようになる効果がある。
【０２１４】
　第５に、平時においても、更新された地図情報や通行可否の道路等を業種ごとに層別し
て配信することにより、建設工事などで活用できる効果がある。
　特に、道路や鉄道に関する工事などは、通行できる道路が日々変わるため、一般車両や
工事に関係する車両に対して、予め通行禁止区域を通知できる効果がある。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　本発明は、消防救急デジタル無線システムでのグループ編成を容易にし、災害に関する
情報を隊員・職員に伝達し易くし、一般車両及び業務用車両の動態情報と位置情報を利用
して広域の危機管理を統合して実現する通信システムに好適である。
【符号の説明】
【０２１６】
　１００...管制センターシステム、　２００...電波塔、　３００...業務用車両システ
ム、　３５０...充電池、　４００...業務用車載型デジタル無線端末、　５００...業務
用カーナビゲーションシステム、　６００...車載用運用管理情報端末、　７００...公衆
系基地局無線装置、　７５０...自営系基地局無線装置、　７６０...監視装置、　７７０
...観測装置、　８００...公衆系通信網、　８５０...自営系通信網、　９００...ＧＰＳ
衛星
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